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はじめに 

このガイドラインは、大阪市（以下「本市」という。）が設置する公の施設に係る指

定管理者制度の導入や運用に当たって想定される事務処理についての考え方や標準的な

取扱いを示すものである。 

実際の運用に当たっては、個別の施設の設置（政策）目的や特性等を考慮し、詳細な

検討を行う必要がある。 

 

序章 指定管理者制度について 

１ 指定管理者制度とは 

平成 15年６月の地方自治法の改正により、公の施設（地方自治法（昭和 22年法律

第 67号）第 244条第１項に規定する公の施設をいう。以下同じ。）の管理について、

地方公共団体の出資団体等に限定して委託することが可能であった管理委託制度が廃

止され、地方公共団体が指定する指定管理者に管理を代行させる指定管理者制度が導

入された。（地方自治法第 244条の２） 

この制度の目的は、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の

施設の管理に民間のノウハウを活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経

費の縮減等を図ることである。 

この制度は、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるもので

あり、指定管理者は、行政処分に該当する使用許可も行うことができることとなる。 

指定管理者の範囲についても特段の制約を設けず、出資団体に限られない民間事業

者等も議会における指定の議決を経て指定管理者となることができる。 

 

２ 公の施設と公共用財産 

(1) 公の施設とは 

公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため」に

普通地方公共団体が設ける施設（地方自治法第 244条第１項）であり、「法律又は

これに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその

管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」（地方自治法第 244条

の２第１項）とされている。 

公の施設の成立要件としては、以下の全てを満たすものである。 

① 住民の利用に供するためのものであること 

② 当該地方公共団体の住民の利用に供するためのものであること 

③ 住民の福祉を増進する目的をもって設けるものであること 

④ 地方公共団体が設けるものであること 
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⑤ 施設であること 

したがって、事務所である市役所や区役所等の庁舎、試験研究施設など、住民

の利用に供することを目的としない施設は、公の施設ではないとされており、こ

れらの関係については次の図のように整理できる。 

 

 

 

本市における公の施設は、区役所附設会館（区民センター・ホールなど）、老人

福祉センター、社会福祉関連施設、プールやスポーツセンター、有料自転車駐車場

など、多岐にわたる。 

 

(2) 公の施設と公共用財産との関係 

地方自治法上、財産とは「公有財産」「物品」「債権」「基金」の４つ（地方自治

法第 237条第１項）とされており、このうち公有財産は「行政財産」と「普通財

産」に区分される（地方自治法第 238条第３項）。行政財産とは、公用又は公共用

に供し、又は供することと決定した財産であり、普通財産とは行政財産以外の一

切の公有財産を指す（地方自治法第 238条第４項）。 

公共用財産とは、住民の一般的な共同の利用に供することを本来の目的とする

財産をいい、公の施設を構成する物的要素である場合が多く、公の施設を組成す

る財産である、敷地、建物等の財産面に着目したものといえる。 

一方、公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するた

めに地方公共団体が設ける施設と定義されており、施設に重点を置いた概念であ

る。つまり、ある施設について、財産面からみた場合には行政財産として公共の

用に供する施設となるのに対し、同じ施設について行政的管理の見地から捉えた

場合、公の施設として捉えられることとなる。このように、公の施設と公共用財

産とはその区分の仕方が異なり、公の施設と公共用財産が同じものと考えること

はできない。 

 

 

 

本市の施設

「公の施設」

本市の直営による施設（学校等の公共用財産）

指定管理者制度導入施設（区民センターなどの公共用財産）

「公の施設」

でない施設

公の施設で無い公的施設（庁舎等主に公用財産）

公的施設以外の施設（普通財産など）
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３ 指定管理者制度が適用できない施設 

総務省通知（平成 15年７月 17日付け総行行第 87号通知）では、「道路法、河川

法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指

定管理者制度を採ることができない」とされている。 

ただし、関係各省庁からの通知等により、一部の管理の事務等（主に事実上の行

為）について指定管理者に委ねることができることとされている場合があるため、制

度導入の検討に当たっては、関係省庁等からの通知を確認しておくこと。 

 

《参考》ＰＦＩと指定管理者制度について 

  ＰＦＩ(Private Finance Initiative)とは、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律（以下「ＰＦＩ法」という。）に基づき、公共施設等の設

計・建設・維持管理・運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率

的かつ効果的に実施し、市民サービスの向上やトータルコストの削減を図る事業手法

である。 

  ＰＦＩの事業方式としては、民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を“建設”

し、その後、施設の所有権を民間事業者から公共に“移転”し、民間事業者が施設を

“管理・運営”する『ＢＴＯ(Build Transfer Operate)方式』や、“管理・運営”を

行って資金回収を行い、事業終了段階で施設の所有権を民間事業者から公共に“移

転”する『ＢＯＴ(Build Operate Transfer)方式』などが代表例として挙げられる。

また、平成 23年のＰＦＩ法改正により、利用料金の徴収を行う公共施設等につい

て、当該施設の運営を行う権利を民間事業者に設定する『公共施設等運営権制度』の

適用が可能となっている。 

このＰＦＩを用いて、公共施設等を整備・管理運営する際、下記の事項を民間事業

者に行わせるようにするためには、ＰＦＩ事業契約の締結に加え、法律又はこれに基

づく政令に特別の定めがある場合を除く他は、条例で“公の施設”として位置付け、

民間事業者が行う業務範囲を定め、指定管理者制度の導入が必要になる。その場合、

ＰＦＩ法の規定により選定した民間事業者を指定管理者として指定する旨、条例にお

いて定める必要があることに注意すること。 

・利用者からの料金を自らの収入として収受すること。（※） 

・条例により定められた枠組みの中で、地方公共団体の承認を得て自ら料金を設定す

ること。（※） 

・個々の使用許可を行うこと。 

それぞれの制度の趣旨を踏まえ、関係法令の範囲内で制度の強みを最大限活用でき 

  るよう柔軟に対応されたい。 

なお、ＰＦＩを活用する際には、市政改革室が作成している『大阪市ＰＦＩガイド

ライン』を参照すること。 

（※）当該施設の運営を行う権利を民間事業者に設定する「公共施設等運営権制度」を適用する場合

は、指定管理者制度の導入によらず、民間事業者自身において、利用料金の徴収が可能。 
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第１章 指定管理者制度導入の検討 

１ 指定管理者制度導入の検討 

  施設所管所属は、施設の目的を最大限に発揮できるような管理のあり方を検討する

必要があり、行政が直接担う必要があるかどうか十分精査し、可能な限り指定管理者

制度を導入し、民間活力の活用を図るものとする。 

  指定管理者制度の導入や運用に当たっては、市民への説明責任を果たしながら公正

公平に取扱いを決定していく必要がある。 

各施設における具体的検討を行うに当たっては、本市が公の施設の設置者としての

公的責任を十分に果たすことを基本として、経済性のみならず市民サービス向上の観

点等もあわせて検討するものとする。 

また、各施設の設置目的、性質、管理状況、これまで蓄積されてきた管理運営のノ

ウハウや施設管理を取り巻く状況、市民との協働、本市の施策や地域との関わりや人

権尊重をはじめとする行政の役割等を踏まえ、総合的な観点から、施設の目的を最大

限に発揮できるような管理運営のあり方を検討していく必要がある。 

さらに、施設の設置趣旨に鑑み、市民サービスの向上と満足度の高い安定的なサー

ビスの提供を図るため、最も効率的効果的に制度を運用していく必要がある。 

 

２ 施設の特性等の把握 

  公の施設は設置目的や施設形態等が多種多様であり、例えば、ホールやレクリエー

ション施設のように当該施設を活用したソフト事業による効果が大きく期待される施

設や、自動車駐車場や自転車駐車場のようにソフト事業が少なく施設の維持管理が主

である施設などがあることから、制度を導入した場合に、それぞれの施設の指定管理

者に求めるものは異なる。 

  このことから、制度の導入の検討に当たっては、施設の特性を踏まえて、当該施設

が果たすべき使命や将来的な構想等を施設所管所属において検討し、明確化したうえ

で、以下の点についても確認・整理し、具体的に指定管理者に実施させる業務の範囲

を定める必要がある。 

① 事業実施に関する業務（施設の設置目的に則り実施する業務） 

② 施設の運営に関する業務（使用許可、使用料・利用料金の収受、情報管理等） 

③ 施設または設備の維持管理に関する業務（清掃、植栽管理、警備・保安、保守

点検等） 

④ 設備及び備品等の状況把握 

⑤ 指定管理者に求める基本的な業務水準等の設定 

 

この際に設定する将来的な構想や基本的な業務水準等は、指定管理予定者の選定基

準の設定や、施設の管理運営に関するモニタリング（点検）及び評価の基準の設定な
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ど、施設の目的達成のためのマネジメントサイクルとも密接にかかわることから、現

在施設において提供されているサービスの水準等も十分に考慮したうえで適切に設定

しなければならない。 

なお、これらの設定に当たっては、あらかじめ事業者等への市場調査（民間事業者

等の参入意向や管理運営に関するアイデア・意見等の聴取）や施設利用者への意見公

募等も可能な限り実施するなど、競争性の向上やサービス水準の向上のための具体的

なニーズの把握に努めなければならない。 

 

３ 施設設置条例の制定 

  指定管理者に公の施設の管理運営を行わせる場合、指定管理者の指定の手続など、

必要な事項を施設の設置条例で定める。 

 

【各施設の設置条例の主な内容】 

・指定管理者に施設の管理を行わせる（又は行わせることができる） 

・指定管理者となりうる事業者等の範囲と選定方法（公募、非公募） 

・指定管理者を指定しようとする際にあらかじめ公告する旨及び当該公告事項 

・指定申請の手続き 

・管理の基準（休館日・開館時間（弾力的な運用規定も必要に応じて定める。）、使用

料又は利用料金等） 

・使用許可、使用制限に関する事項 

・欠格事項（指定管理者の指定を受けることができない法人その他の団体の要件） 

・選定基準 

・指定管理者の指定等の公告 

・指定管理者が行う業務の範囲 

・その他必要と認める事項 
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第２章 指定管理者募集の準備 

指定管理者を指定する手続は、大きくは次のような流れで進めることとなる。 

「募集」→「申請の受付」→「指定管理予定者の選定」→「議会の議決」→「指定」 

 

１ 指定管理者募集に当たっての検討事項 

(1) 選定方法 

     指定管理予定者の選定は、公募によることとする。 

ただし、次に掲げる場合には、公募によらずに選定することができる。 

ア 法令、国の指導等により管理を代行させる事業者等が特定される場合 

イ 当該施設の廃止や経営形態の変更が予定又は検討されている場合 

ウ 施設管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならない場合 

エ 福祉施設利用者へのサービスの安定的な提供、専門的な資格を持つ職員の

要否、施設の維持管理に係る経済合理性等の要素から５年を超えて継続的に

同一の指定管理者とすることがふさわしい場合で、現在の指定管理者により

良好な管理運営が行われている場合（ただし、選定時においてこうした取扱

いについてあらかじめ公表した施設に限る） 

オ その他非公募とする特段の事由があり、事前に市長等の承認を受けた場合 

 

非公募の場合でも、申請、選定の手続は省略することはできない。 

非公募で指定管理者を指定した場合は、非公募の理由について施設所管所属の

ホームページ等で明らかにしなければならない。 

非公募とする場合、公募する場合に比べて、指定管理者となる事業者等が同じ

事業者等で固定化する傾向が想定され、指定管理者の業務内容がその指定管理者

のみにしか理解できないものとなってしまうケースに陥らないよう留意しなけれ

ばならない。 

また、同一の事業者等が指定管理者として固定化された場合、積極的な自主事

業の提案や市民サービスの向上の提案、経費節減努力が失われるなど、指定管理

者制度の導入効果が得られにくくなる点も留意が必要となる。 
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(2) 料金制度 

有料の公の施設においては、施設の利用に係る料金を指定管理者の収入とす

る、いわゆる「利用料金制」（地方自治法第 244条の２第８項）を導入することが

できる。 

利用料金制を導入した施設では、利用料金を条例の定めるところにより指定管

理者があらかじめ本市の承認を受けて定めることができる（地方自治法第 244条

の２第９項）こととなり、利用料金制の導入によってニーズに応じた弾力的な料

金設定や多様なサービスの提供が可能となる。 

利用料金制は、利用者から徴収する料金が直接指定管理者の収入となるため、

指定管理者のインセンティブとなりやすく、自主的な経営努力が期待できるとと

もに、本市や指定管理者の会計業務の効率化も図ることが可能となる。 

施設所管所属は、指定管理者から利用料金の変更承認を求められた場合は、現

在の施設の利用の度合い、提供されるサービスの水準とそのあり方、変更の必要

性・合理性、利益配分のあり方等について慎重に検討したうえで、利用者の意向

なども踏まえた対応を行うこと。 

また、施設所管所属は、変更する利用料金について、指定管理者とともに事前

の周知徹底に努めなければならない。 

なお、使用料施設において、使用料の徴収などの公金事務を委託するときは、

あらかじめ指定管理者を「指定公金事務取扱者」として指定しなければならず、

協定書とは別に、徴収に関する委託契約を締結し、その旨告示しなければならな

い。（地方自治法第 243 条の２第１項及び第２項）。 

 

(3) 指定期間 

施設の設置目的及び特性を十分に考慮したうえで、利用者サービスの向上や、

事業者等の経営の安定化・効率化が見込める期間を設定すること。 

また、モニタリングや事前状況調査（第８章「次期指定管理者の募集に向けた

検証」）の結果等から、適宜、指定する期間を検証すること。 

なお、指定期間は議会の議決事項であるため、その趣旨を関係先に説明してお

く必要がある。 

 

指定期間は原則５年間とするが、次に掲げる場合には、契約管財局と協議の上、

適切な指定期間を設定することができる。 

① 利用者との関係で長期的に安定したサービスの提供や専門性が求められる施設 

② 施設の経営形態等の変更や改築等により５年以外の指定期間を設定することに 

合理的な理由がある施設 

③ 長期にわたる継続した指定期間が必要となる事業内容を求める施設 

上記③の施設において、５年を超える指定期間とした場合、指定管理者による管

理運営が適切に行われ、制度の目的が実現されているかどうかを、社会経済情勢の
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変動に応じて見直す必要があるため、指定期間中、定期的な事業計画や業務代行料

等の見直し、管理運営状況に関する評価を実施し、議会への報告を行うなど、適切

に対応する必要がある。この見直しや報告は、少なくとも５年に１度は実施するこ

ととし、施設の特性など考慮して適切に行うこと。 

 

(4) 募集単位 

募集は、一施設ごとに行うことを基本とする。 

ただし、同種の複数の施設の管理運営をまとめて委ねることにより施設の効用

や管理効率が高まり、さらなる市費の縮減効果や一層の市民サービスの向上につ

ながることが見込まれる場合など、特別の事由があるときは、複数の施設をまと

めて一つの募集単位とすることができる。 

この場合、募集単位の設定に当たっては、競争性が損なわれないよう、適切な

募集単位の規模や一体管理を担える事業者等の有無等について十分な調査・検討

を行うこと。 

なお、このような取扱いとする場合でも、施設所管所属間での連携を密にし、

施設の効用等が最大限になるよう、指定管理者に行わせる業務の範囲や基本的な

業務水準等について詳細に設定しなければならない。 

 

【複数の施設をまとめて一つの募集単位とすることができる例】 

・同一の設置条例に基づく施設の指定管理者を同時に複数募集する場合 

・複数の施設が合築されている複合施設の場合 

・スケールメリット等で経費面の節減が認められる場合 

・施設の規模が小さい等の理由により単独での募集では申請が見込まれない場合 

 

(5) 募集期間 

申請しようとする事業者等が事業計画等を策定するための十分な期間を確保し、

多数の事業者等からの申請を求めるため、募集要項等の配布開始から申請書の受付

締切までの期間は、原則２か月以上確保すること。 

施設の特性や過去の応募状況、事業者間の引継期間などから、案件の周知期間や

事業計画等の作成期間を十分に確保する必要のあるものについては、特に留意し、

できる限り早期にスケジュールを確定するよう努めること。 

契約管財局は、広く事業者等、市民等へ周知を行うため、年間の募集予定を当該

年度当初に本市ホームページで公表する。 

 

(6) 目的事業と自主事業 

① 目的事業 

施設所管所属は指定管理者に、施設の設置条例において定める施設の目的達成の

ための事業や当該公の施設を活用して本市の施策目的を実現するための事業（以下
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「目的事業」という。）を実施させなければならない。 

   民間事業者等の有するノウハウを活用するという制度趣旨からも、施設所管所属

は、目的事業の実施に当たっては、仕様書で詳細に業務内容を規定してその内容を

忠実に実行する方法よりも、サービス水準などを示すことで、その達成に向けたノ

ウハウや創意工夫がなされる方法（以下「性能発注」という。）を積極的に取り入

れるように取り組むこと。 

 

② 自主事業 

施設所管所属は、施設の目的事業のほか、施設の設置目的等に沿って管理業務の

効果的な実施に影響を与えない範囲内において本市の承認の下で指定管理者が自主

的に行う事業（以下「自主事業」という。）の提案を受けることができる。指定管

理者より提案を受け承認した自主事業は、その内容を協定書に反映し、事業の確実

な実施を図るものとする。 

自主事業は、本市の要求する業務水準や目的事業以外に、指定管理者が施設の設

置目的等の達成に寄与する事業を、自らのノウハウを活用して実施することができ

る性質のものであるため、施設所管所属は、施設の有効活用を図る観点から承認に

関する要件を定め、有意な提案を積極的に受け入れていく姿勢が必要である。 

一方で、申請事業者等が提案内容を計画する目安とするため、施設の設置目的等

を考慮し、当該施設において実施してはならない性質の事業について定めておくこ

となども重要である。 

指定管理予定者選定時には、自主事業の提案を受ける際には、本来目的事業とし

て実施すべき事業が自主事業としての提案となっていないか、精査すること。 

また、指定期間中に新たな自主事業の提案や提案済みの自主事業内容の変更提案

を受けることも可能だが、その際には、必要に応じて協定書や業務代行料等の変更

について指定管理者と協議する必要がある。 

なお、自主事業は、指定管理者の責任（自らの資本投下を含む。）において実施

する性格のものであり、原則として指定管理者が自ら実施することから、実施に伴

う一切の責任（第三者に損害を与えた場合の損害賠償など）を指定管理者が負うこ

とが原則となる。 

ただし、施設所管所属においても適切なリスク管理がなされているか、確認を行

うなどの姿勢が重要となる。 

 

③ 目的外使用許可 

施設の目的外の事業は、原則、行わせることができないが、施設の本来の用途又

は目的を妨げない限度において、行政財産の目的外使用許可を行うことは可能であ

る。 

行政財産の目的外使用許可による場合、施設所管所属は、原則、財産規則第９条

に基づき、契約管財局と事前協議を行う必要があるため留意すること。 
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④ 自動販売機の取扱い 

   自動販売機は、食堂・売店等と同様に上記①～③の方法によることとするが、本

市の方針との整合を図るため、いずれの手法とする場合であっても競争性を働かせ

た選定を行わなければならない。 

 

   上記①～④に関する事業の実施や提案を受ける場合は、目的外使用料や占用料等

における本市収入実績との整合に留意すること。 

 

(7) 利益配分 

事業の実施により収益が上がることが想定される場合は、利益配分を導入するこ

とができる。 

利益配分は、各事業年度における総収入額から総支出額を差し引いて、協定で

定める一定以上の利益（※）が生じた場合、協定で定める配分率（※）によって

算出される額を本市へ納付させることを基本とするが、施設の性質や収益性の程

度等を考慮の上、適切に定め、あらかじめ募集要項及び協定書にその旨記載する

こと。 

※一定以上の利益：概ね 100分の 5を基本とする 

※配分率：概ね 100分の 50を基本とする 

   各事業年度における自主事業等の収入額が支出額を下回る場合は、総収入額及び

総支出額に自主事業等を含まないものとする。 

インセンティブの付与が指定管理者の意欲、市民サービスの向上につながる施設

については、本市への金銭納付ではなく、市民サービスの向上の原資として利益を

活用することが相応しい場合もあるので利益配分を導入する際は留意すること。 

 

(8) 業務代行料の算定・積算 

施設の管理運営のための費用として、あらかじめ必要と考えられる費用総額や得

られる利用料金総額を算定又は積算しておく必要がある。 

業務代行料は、単純に前年度実績を参考とすることなく、適正な労働条件（人件

費含む。）の確保や物価変動に留意の上、本市として求める基本的な業務水準、業

務内容等に応じた適正な金額とすることが重要である。過度な費用削減により、関

係法令違反やサービスの低下を招くことのないよう十分に注意を払う必要がある。 

なお、業務代行料の支出が発生する場合、その上限額の設定について、公募前

に、財政局と協議しなければならない。 

また、公募の募集要項には、業務代行料の上限額や本市への納付金の下限額のい

ずれか（以下「予定金額」という。）と申請しようとする事業者等が提案金額を算

定するために必要な情報を必ず提示すること。 

業務代行料は、指定期間中の賃金水準の変動や物価変動についても見込んでいる
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旨明記すること。 

利用料金制を導入し、その収入のみで施設の管理運営に要する費用の全てを賄う

施設以外は、原則、業務代行料を支出することとなるが、指定期間が複数年度にわ

たる場合には、協定書において、指定期間中の業務代行料の総額を記載し、必ず、

債務負担行為を設定すること。 

 

(9) 成果指標 

指定管理者が行う施設管理運営業務について、モニタリングや評価を行う際に客

観的な評価や検証を行えるよう、各施設の設置目的や機能等に応じた適切な成果指

標を設定する必要がある。 

施設の設置条例に記載されている目的は、「地域の○○○の増進に寄与する…」

など、抽象的に表現されている場合が多いことから、成果指標は具体的に設定する

こと。設定に当たっては、将来的な構想を踏まえ、短期的なものでなく、中長期的

に達成すべき成果を設定することが望ましい。 

なお、将来的な成果指標を達成するため、短期（年度毎）の目標を設定するなど

の方法で、成果の積み重ねによる、最終的な成果指標の達成をめざすなど、施設の

設置目的や本市の施策推進に向けた仕組みを構築していく必要がある。 

施設の設置目的を効果的・効率的に達成するため、施設を取り巻く現状や課題を

把握したうえで、「施設において実施する事業や施設の管理運営を通じ、本市がど

ういったことを成し遂げたいのか」という、施設が果たすべき役割・めざすべき姿

（ミッション）や将来的な構想（ビジョン）、「本市は指定管理者にどのような事を

期待しているか」などについて明確化することが必要不可欠である。 

これらを申請しようとする事業者等に対して示すことで、それぞれの持つノウハ

ウを活用した多種多様な提案を受けることが可能となる。 

また、施設の管理運営を通じた目的の達成度合いを検証するために設定する目標

等については、可能な限り定量化することが必要となる。定量化に当たっては、評

価の客観性の向上や改善項目の明確化を図るために、事業実施回数や利用人数等の

数値目標の設定を原則必須とする。ただし、単に数値目標を設定するのではなく、

具体的にどのような成果を得ようとするのかに着目した成果指標となるようにする

必要がある。 

 

(10) リスク管理 

公の施設に関する広範な権限を指定管理者に委任して代行させることから、指定

管理者は施設の管理運営に関し、極めて重要な責任とリスクを担うこととなる。 

管理運営業務の適正かつ確実な実施を確保するためには、あらかじめ指定管理者

と本市が担う責任とリスク、リスクが顕在化した場合のその責めに帰すべき事由の

有無に応じてリスクを分担する者を明確化しておく必要がある。 

分担するリスクは、あらかじめ募集要項や協定書において定めておく必要があ
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る。 

リスク分担の検討に際しては、経済的に合理的な手段で軽減又は除去できるリス

クを含め、施設の管理運営上のリスクとその原因をできる限り把握しなければなら

ない。 

指定管理者へのリスク分担において、過剰なリスク分担は指定管理者の活動、い

わば公共サービスの円滑な提供を阻害することとなるため、リスクを最もよく管理

することができ、リスクを適切にコントロールできる者がリスク管理をすべきであ

る。 

なお、指定管理予定者の選定時に提案させる収支計画において、修繕費は、原

則、本市で定めた各年の計画額とし、指定期間最終年度に、実費を精算することと

する。また、本市のリスク分担である基幹部分の修繕のうち、１件あたり予定価格

100万円未満のものであれば、指定管理者のリスク分担とすることができる。 

 

(11) 業務従事者配置基準 

法令等や現行の管理運営体制を踏まえ、サービス水準を維持するうえで最低限必

要と考えられる基準（職種、技能・資格等）を整理すること。 

指定管理者導入の本旨である民間事業者等のノウハウを活用した効率的な管理運

営を行う観点から、募集要項には、求める水準や現行の管理運営体制などを示し、

指定管理者の裁量を活かした従事者の配置や代替提案を積極的に取り入れるように

すること。 

 

２ インセンティブ・ペナルティ制度 

 (1) 制度導入の検討 

指定管理者が、その有するノウハウを有効に発揮し、創意工夫に基づく管理運営

や投資意欲を高めることにより、市民サービスや施設機能の向上を促進するため

に、インセンティブ・ペナルティ制度を導入することができる。 

具体的な手法としては、次期選定に現行指定管理者から応募があった場合、これ

までの管理運営の成績を加減点評価として選定評価に反映することとする。 

導入の検討に際しては、次の点に留意すること。 

・事業者等の積極的な取組を促すことにより市民サービスを向上させることを主

目的としている。このことから、選定基準において価格点（管理経費の縮減、

納付金）を重視する維持管理重視施設には導入しない。 

・他の事業者等の参入意欲を阻害する可能性もあることから、前回公募時に１者

のみの応募であった施設へは導入しない。 

導入に当たっては、募集要項に「次期選定に際して、指定期間中の管理運営実

績を選定評価に実績点として加減点する」ことを明記すること。 
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【導入イメージ】 

   

 

   

 

 (2) 反映方法 

    指定期間のうち１年目から４年目までの現行指定管理者の施設の管理運営状況

に対する年度評価における総合評価（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）の結果を使用する。毎年

度の結果を次の評価点に換算し、４年間の平均点を実績点として、公募の際、選

定評価に加減点する。 

  【評価点】 

成績 評価点 

Ｓ ４点 

Ａ ２点 

Ｂ ０点 

Ｃ －２点 

  【反映例】 

   １年目：Ｂ  ２年目：Ｂ  ３年目：Ｂ  ４年目：Ａ 

   １年目：０点 ２年目：０点 ３年目：０点 ４年目：２点  

   ➡（０＋０＋０＋２）÷４年＝0.5点 0.5点を実績点として加点する。 

 

３ 選定基準 

指定管理予定者の選定に当たって条例で定めるべき基本的な基準は、次に掲げると

おりとする。 

① 住民の平等な利用が確保されること 

② 施設の設置目的に照らし施設の効用を最大限に発揮するとともに、市費の縮減が図

られるものであること 

③ 指定管理業務を安定的に行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること 

④ 施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと 

⑤ その他施設の性質、設置目的等に応じて特に定める必要がある基準 

 

  選定基準に基づき、申請事業者等からの事業計画書等を総合的に考慮し、最も適当

R8 R９～12 R13 R14 

指定管理者 

公募 

 

 

  

                   

次期指定管理者 

公募 

    

＋ 

 

次期 

指定管理開始 

指定期間５年間 

年度 
評価 
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であると認められる内容の指定申請を行った者を、選定委員会等での選定委員の審査

結果をもとに指定管理予定者として選定する。 

施設所管所属は、選定委員の意見をもとに、各施設の性質、機能、態様等に応じた

より具体的な選定項目（利用者サービスの向上に向けた取組み、利用者の意見、要望

等を反映する仕組み、施設の目的を達成するための専門性・技術の有無、適正な業務

実施体制、緊急時対応等）を選定基準に基づき設定することになる。 

選定項目に関する評価は、選定の客観性・透明性を高めるため、点数化に努める必

要がある。 

指定管理者制度の趣旨から、その配点は、①施設の設置目的の達成、②サービスの

向上、③市費の縮減が図られること、④申請事業者等の経営状況、⑤実績等が大きな

ウエイトを占めることとなる。 

選定項目や配点の標準例は、施設特性や重視する項目の配点により、標準例１～標

準例３のとおりとする。 

原則、標準例１又は２を使用すること。 

例外として、措置費や法定給付費など、国や市の定める基準等により施設の運営費

等が定められる場合は、標準例３を使用することができる。 

 

 標準例１ 標準例２ 

施設特性 

市民サービス重視 

民間ならではの発想やノウハウ

を活かし、施設の設置目的の達

成やサービス向上をめざした提

案を重視するもの 

維持管理重視 

民間ならではの効率性を活か

し、施設の維持管理を中心に担

うもの 

具体例 

区役所附設会館 等 

・直近の応募状況やニーズ調査

の結果から、競争により管理

運営経費の大幅な減額等が見

込めず、本市が提示する価格

でどのように市民サービスの

向上に努めるのかを提案させ

るソフト面を重視する施設 

・新たな管理手法の提案や自由

な発想による提案が必要な施

設 

駐車場、駐輪場 等 

・納付金の納入等が見込め、価

格を競わせる余地があり、ソ

フト面の提案よりも施設の維

持管理（ハード面）が主な業

務となる施設 

配点 

特徴 

「市民サービスの向上」 

：80～50点 

「市費の縮減」：20～50点 

「市費の縮減」：70～50点 

「市民サービスの向上」 

：30～50点 
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設定 

理由 

より一層の「市民サービスの向

上」をめざし、「市民サービス」

の配点を増加するため「市費の

縮減」の配点を最小 20 点まで可

とする。 

より一層の「市費の縮減」に資

するため、納付金収入のある公

の施設などは、「市費の縮減」の

配点 70 点を基本とする。 

※申請事業者等が１者の場合や非公募で指定管理予定者を選定する場合でも、申請

内容が本市の定める水準以上のものであることを確認するため、この標準例に基

づく選定項目で評価すること 

※客観性・妥当性の確保に資するよう、例えば、直営で管理運営した場合とコスト

比較するなど、評価方法を工夫すること 
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【標準例１】具体的選定項目及び配点 

 
※１ 「施設の設置目的の達成及びサービスの向上」 

個別に項目の追加を各事業所管から依頼されているものがあるので、後述を参照のこと。 

※２ 採点方法：提案額にかかる配点×（提案金額の内最低の金額÷提案金額） 

※３ 「社会的責任・市の施策との整合」 

P19 にて詳細区分・評価項目を例示しているので、参考とすること。 

設置目的に沿った管理運営方
針・手法

会館の目的に照らし、その効用が最大限に発揮できるような提案となって
いるか

平等利用の確保 市民の平等利用を担保する内容となっているか

当該施設に配置される職員の体
制

配置計画及びローテーション等は会館を良好な状態で円滑に運営していく
うえで妥当か

危機管理・安全管理 災害や事故発生時の連絡体制などの危機管理策は十分か

事業計画
市民利用施設としての目的や災害拠点施設としても目的に沿った提案がなされてい
るか

サービスの向上を図るための策が充実しており、具体的かつ実効可能なものか
（例）施設予約のオンライン化　など

創意工夫ある提案があるか ５点

創意工夫ある提案があるか ５点

利用者満足度の把握 利用者から意見や満足度等についての把握方法が具体的に示されているか

自主事業案 独創性、具体性、実現可能性を有しているか

施設の有効利用
他施設との連携・地域との連
携・市民・ＮＰＯとの協働

提案されている内容は、具体性、独創性、実現可能性を有しているか

業務代行料（基本
納付金）の提案額

収支計画

支出見込み・収入
見込みの妥当性

経費縮減策

経営方針

経営状況

同種施設の管理運
営実績

専門性の有無

職員研修の実施

環境への配慮

就職困難者の雇用
への取組み

個人情報保護に関
する取組み

女性活躍推進の取
組み

賃金・労働条件の
向上に関する仕組

み

当該公の施設における従事者（予定者を含む。）に対する賃金について、大阪府の最低賃金額（時間額）を
上回る支払いについて提案があるか。（提案があった場合に加点）

５点

利用者への接遇向上、職員としてのモラル、人権に対する考え方等、多岐にわたる研修内容、計画となって
いるか

10点

ISO14001の取得（又は申請中）や、エコアクション21等の登録があるか。（登録がある場合に加点）
再生品を使用しているか
施設の管理運営業務に使用する車両がグリーン配送適合車である場合や、申請事業者等の乗用自動車（電動
車）の導入率が50％以上の場合に加点

障害者雇用における法定雇用率を達成しているか。当該施設に障がい者を雇用する提案であるか。（提案が
あった場合に加点）
大阪市地域就労支援センター、大阪市障がい者就業・生活支援センター、大阪市ひとり親家庭等就業・自立
支援センター、自立支援センター舞洲、大阪ホームレス就業支援センターのいずれかの機関から紹介を受
け、継続雇用しているか。今後活用する計画が提案されているか（提案があった場合に加点）
おおさか人材雇用開発人権センター（C-STEP）の会員企業であるか。（登録がある場合に加点）

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証書を有しているか。（有している場合に加点）
えるぼし認定を受けているか。（認定がある場合に加点）

５点
10点

５点

10点

５点

100点

20点

財政基盤の安定性が確保されているか。事業規模に対して、所有する財産の規模は適正か
また、借入の目的・規模・内容・償還計画は適正か

５点

10点

20～50点

５点

10点

５～10点

20点

35～65点施設の設置目的の達成及びサービスの向上

施設の管理運営

事業計画 具体性、実現可能性を有しているか
（例）ホームページ作成による広報　など

利用促進策

サービス向上策

合計

社会的責任・市の施策との整合

申請事業者等

管理経費の縮減・収支計画

支出見込・収入見込は妥当なものとなっているか

提案されている内容は、具体性、独創性、実現可能性を有しているか

経営方針が施設の目的に沿った妥当なものであるか

価格点配点×（提案金額の内最低金額÷提案金額）

収支計画の算出根拠は明確・妥当であるか

プライバシーマーク又はISMS認証を取得しているか（取得している場合に加点）
人権研修等の実施実績があるか。実施計画を提案しているか（提案している場合に加点）

同種施設の運営実績はあるか。また、ある場合、実績は良好か

施設を総合的かつ安定的に運営していくにふさわしい人的・技術的資源を有しているか
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【標準例２】具体的選定項目及び配点 

  

※１ 「施設の設置目的の達成及びサービスの向上」 

個別に項目の追加を各事業所管から依頼されているものがあるので、後述を参照のこと。 

※２ 採点方法：提案額にかかる配点×（提案金額の内最低の金額÷提案金額） 

※３ 「社会的責任・市の施策との整合」 

P19 にて詳細区分・評価項目を例示しているので、参考とすること。 

設置目的に沿った管理運営方針・
手法

会館の目的に照らし、その効用が最大限に発揮できるような提案となっ
ているか

平等利用の確保 市民の平等利用を担保する内容となっているか

当該施設に配置される職員の体制
配置計画及びローテーション等は会館を良好な状態で円滑に運営してい
くうえで妥当か

危機管理・安全管理 災害や事故発生時の連絡体制などの危機管理策は十分か

事業計画
市民利用施設としての目的や災害拠点施設としても目的に沿った提案がなされてい
るか

創意工夫ある提案があるか

創意工夫ある提案があるか

利用者満足度の把握 利用者から意見や満足度等についての把握方法が具体的に示されているか

自主事業案 独創性、具体性、実現可能性を有しているか

施設の有効利用
他施設との連携・地域との連携・
市民・ＮＰＯとの協働

提案されている内容は、具体性、独創性、実現可能性を有しているか

業務代行料（基本納
付金）の提案額

収支計画

支出見込み・収入見
込みの妥当性

経費縮減策

経営方針

経営状況

同種施設の管理運営
実績

専門性の有無

職員研修の実施

環境への配慮

就職困難者の雇用へ
の取組み

個人情報保護に関す
る取組み

女性活躍推進の取組
み

賃金・労働条件の向
上に関する仕組み

10点

５～10点

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証書を有しているか。（有している場合に加点）
えるぼし認定を受けているか。（認定がある場合に加点）

５点

50～70点

５点

70点

５点

10点

15～35点

５点

100点

施設の設置目的の達成及びサービスの向上

施設の管理運営

事業計画

サービス向上策

利用促進策

具体性、実現可能性を有しているか
（例）ホームページ作成による広報　など

管理経費の縮減・収支計画

価格点配点×（提案金額の内最低金額÷提案金額）

収支計画の算出根拠は明確・妥当であるか

支出見込・収入見込は妥当なものとなっているか

提案されている内容は、具体性、独創性、実現可能性を有しているか

合計

サービスの向上を図るための策が充実しており、具体的かつ実効可能なものか
（例）施設予約のオンライン化　など

社会的責任・市の施策との整合

ISO14001の取得（又は申請中）や、エコアクション21等の登録があるか。（登録がある場合に加点）
再生品を使用しているか
施設の管理運営業務に使用する車両がグリーン配送適合車である場合や、申請事業者等の乗用自動車（電動
車）の導入率が50％以上の場合に加点

障害者雇用における法定雇用率を達成しているか。当該施設に障がい者を雇用する提案であるか。（提案が
あった場合に加点）
大阪市地域就労支援センター、大阪市障がい者就業・生活支援センター、大阪市ひとり親家庭等就業・自立
支援センター、自立支援センター舞洲、大阪ホームレス就業支援センターのいずれかの機関から紹介を受
け、継続雇用しているか。今後活用する計画が提案されているか（提案があった場合に加点）
おおさか人材雇用開発人権センター（C-STEP）の会員企業であるか。（登録がある場合に加点）

プライバシーマーク又はISMS認証を取得しているか（取得している場合に加点）
人権研修等の実施実績があるか。実施計画を提案しているか（提案している場合に加点）

申請事業者等

経営方針が施設の目的に沿った妥当なものであるか

財政基盤の安定性が確保されているか。事業規模に対して、所有する財産の規模は適正か
また、借入の目的・規模・内容・償還計画は適正か

同種施設の運営実績はあるか。また、ある場合、実績は良好か

施設を総合的かつ安定的に運営していくにふさわしい人的・技術的資源を有しているか

利用者への接遇向上、職員としてのモラル、人権に対する考え方等、多岐にわたる研修内容、計画となって
いるか

当該公の施設における従事者（予定者を含む。）に対する賃金について、大阪府の最低賃金額（時間額）を
上回る支払いについて提案があるか。（提案があった場合に加点）
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【標準例３】具体的選定項目及び配点 

 

※１ 「施設の設置目的の達成及びサービスの向上」 

個別に項目の追加を各事業所管から依頼されているものがあるので、後述を参照のこと。 

※２ 「社会的責任・市の施策との整合」 

P19 にて詳細区分・評価項目を例示しているので、参考とすること。 

設置目的に沿った管理運営方針・
手法

会館の目的に照らし、その効用が最大限に発揮できるような提案
となっているか

平等利用の確保 市民の平等利用を担保する内容となっているか

当該施設に配置される職員の体制
配置計画及びローテーション等は会館を良好な状態で円滑に運営
していくうえで妥当か

危機管理・安全管理 災害や事故発生時の連絡体制などの危機管理策は十分か

事業計画
市民利用施設としての目的や災害拠点施設としても目的に沿った提案がな
されているか

創意工夫ある提案があるか

創意工夫ある提案があるか

利用者満足度の把握 利用者から意見や満足度等についての把握方法が具体的に示されているか

自主事業案 独創性、具体性、実現可能性を有しているか

施設の有効利用
他施設との連携・地域との連携・
市民・ＮＰＯとの協働

提案されている内容は、具体性、独創性、実現可能性を有してい
るか

収支計画

支出見込み・収入
見込みの妥当性

経費縮減策

経営方針

経営状況

同種施設の管理運
営実績

専門性の有無

職員研修の実施

環境への配慮

就職困難者の雇用
への取組み

個人情報保護に関
する取組み

女性活躍推進の取
組み

賃金・労働条件の
向上に関する仕組

み

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証書を有しているか。（有している場合に加点）
えるぼし認定を受けているか。（認定がある場合に加点）

当該公の施設における従事者（予定者を含む。）に対する賃金について、大阪府の最低賃金額（時
間額）を上回る支払いについて提案があるか。（提案があった場合に加点）

10点

100点

提案されている内容は、具体性、独創性、実現可能性を有しているか

申請事業者等

経営方針が施設の目的に沿った妥当なものであるか

財政基盤の安定性が確保されているか。事業規模に対して、所有する財産の規模は適正か
また、借入の目的・規模・内容・償還計画は適正か

施設の設置目的の達成及びサービスの向上

施設の管理運営

事業計画

サービス向上策

サービスの向上を図るための策が充実しており、具体的かつ実効可能なも
のか
（例）施設予約のオンライン化　など

利用促進策

具体性、実現可能性を有しているか
（例）ホームページ作成による広報　など

合計

60～80点

10点～30点
同種施設の運営実績はあるか。また、ある場合、実績は良好か

施設を総合的かつ安定的に運営していくにふさわしい人的・技術的資源を有しているか

利用者への接遇向上、職員としてのモラル、人権に対する考え方等、多岐にわたる研修内容、計画
となっているか

社会的責任・市の施策との整合

ISO14001の取得（又は申請中）や、エコアクション21等の登録があるか。（登録がある場合に加
点）
再生品を使用しているか
施設の管理運営業務に使用する車両がグリーン配送適合車である場合や、申請事業者等の乗用自動
車（電動車）の導入率が50％以上の場合に加点

障害者雇用における法定雇用率を達成しているか。当該施設に障がい者を雇用する提案であるか。
（提案があった場合に加点）
大阪市地域就労支援センター、大阪市障がい者就業・生活支援センター、大阪市ひとり親家庭等就
業・自立支援センター、自立支援センター舞洲、大阪ホームレス就業支援センターのいずれかの機
関から紹介を受け、継続雇用しているか。今後活用する計画が提案されているか（提案があった場
合に加点）
おおさか人材雇用開発人権センター（C-STEP）の会員企業であるか。（登録がある場合に加点）

プライバシーマーク又はISMS認証を取得しているか（取得している場合に加点）
人権研修等の実施実績があるか。実施計画を提案しているか（提案している場合に加点）

管理経費の縮減・収支計画

収支計画の算出根拠は明確・妥当であるか

支出見込・収入見込は妥当なものとなっているか
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提案金額での評価の計算に当たっては次の計算式を用いること。 

 

この価格点評点方式による評価に当たっては、指定管理業務の適正な履行を確保す

る観点から、本市が適切と認める金額（実績額から算定される額や積算金額等＝適正

金額）に対し、これを下回る際の限度額（以下「下限額」という。）を設定することが

できるものとする。 

下限額は、入札・契約制度における「低入札調査基準価格」に相当するものとして

の運用も可能とするが、「最低制限価格」を想定しているものではない。 

下限額を低入札調査基準価格的に設定した場合において、下限額を下回る金額での

提案がなされたときは、業務従事者の配置等から、適正な労働条件が確保されている

かどうか、提案された事業の実現性や継続性との整合などについても十分に検証する

ため、あらかじめ必要に応じた審査基準を設定するとともに、当該提案者に対し提案

金額にかかる根拠資料の追加提出を求めるなど、施設毎に必要な手続きを定めておく

必要がある。 

価格点評点が低い申請事業者等が、その他の項目において高い評価を得て指定管理

予定者に選定される場合も想定されるが、その際には「その評価（サービスの質、量

の差）は、提案された価格差に見合うものか」という視点から、選定結果に関する説

明責任を果たせるように十分な検討を行う必要がある。 

 

【社会的責任・市の施策との整合の詳細区分・評価項目】 

   指定管理予定者の選定に当たっては、申請事業者等としての社会的責任や市の施策

との整合について着目し、環境への配慮や就職困難者の雇用への取組みなどについ

て、評価に反映させるよう積極的に取り組むこととする。 

非公募で選定された指定管理予定者も、市の施策との整合を十分踏まえ、同様に取

組みを促すこと。 

具体的な項目は、次のとおりであり、各項目に対する具体的な配点は定めないが、

施設の設置目的や性質、業務内容等により項目を適切に設定すること。 

今後の取組み予定や計画を評価の対象とする場合は、指定期間中の活用実績につい

て継続的に確認すること。 

 

 

 

 

提案金額配点 × 

  納付金提案の場合（提案金額／ 提案金額のうち最高の金額） 

  代行料提案の場合（提案金額の内最低の金額 ／ 提案金額） 

＝ 価格点評点 
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環境への配慮 

ＩＳＯ14001の取得状況やエコアクション21等による環境管理、再生品の使用状況、低公害車

等の導入状況等について、評価を行う。 

【具体的な評価観点例】 

①環境への取組 ＩＳＯ14001を取得している、又は申請中である場合や、エコ

アクション 21等の登録がある場合に加点〔認定書や登録証等

で確認〕 

②再生品の使用 施設の清掃や日常的な業務（事務、事業の実施）等の管理運営

業務において使用する資機材の再生品使用計画について評価す

る〔計画書により確認〕 

③電動車の導入等 施設の管理運営業務に使用する車両がグリーン配送適合車であ

る場合や、申請事業者等の乗用自動車（電動車）の導入率５０

パーセント以上の場合に加点（申請事業者等が自動車を所有し

ていない場合を含む）〔車検証やステッカー等により確認〕 

 

就職困難者等の雇用への取組み 

障がい者雇用率の達成状況、大阪市地域就労支援センター、大阪市障害者就業・生活支援セン

ター、大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター、自立支援センターなど各種就労支援事

業の活用実績及び活用予定、知的障がい者の清掃訓練の場の提供、おおさか人材雇用開発人権

センター（Ｃ－ＳＴＥＰ）事業への協力状況 等 

【具体的な評価観点例】 

① 障がい者雇用率の達成状

況 

障害者雇用における法定雇用率を達成している場合や当該施設

において障がい者を雇用する提案を行った場合に加点〔障害

（がい）者雇用状況報告書で確認〕 

②就職困難者等に対する各種

就労支援事業への協力度合 

大阪市地域就労支援センター、大阪市障がい者就業・生活支援

センター、大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター、自

立支援センター舞洲、大阪ホームレス就業支援センターのいず

れかの機関から紹介を受け、継続雇用している場合や、今後活

用する計画を提案している場合に加点〔計画書等により確認〕 

③就職困難者の雇用に関する

取組 

おおさか人材雇用開発人権センター（Ｃ－ＳＴＥＰ）の会員企

業である場合に加点〔計画書等により確認〕 

個人情報保護など人権に関する取組み 

個人情報保護に関する規程の整備状況、研修の実施状況 等 

【具体的な評価観点例】 

①個人情報保護に関する規定

の整備状況 

プライバシーマーク又はＩＳＭＳ認証を取得している場合に加

点〔認証書等により確認〕 

②人権研修の実施状況 人権研修の実施実績を有する場合や、実施計画を提案している
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場合に加点〔計画書により確認〕 

女性活躍推進の取組み 

女性の活躍推進に取組む企業等に対する本市の認証、国の認定について評価を行う 

【具体的な評価観点例】 

①女性活躍推進にかかる本市

認証の取得 

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証書を有してい

る場合に加点〔認証書の写しで確認 ※一つ星認証、二つ星認

証、三つ星認証あり〕 

②国の認定の取得 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」における

えるぼし認定を受けている場合に加点〔認定決定通知書の写し

で確認 ※３段階あり〕 

賃金・労働条件の向上に関する取組み 

当該公の施設における従事者（予定者を含む。）に対する賃金について、大阪府の最低賃金額

（時間額）を上回る支払いの確約を行う提案者に対し、加点を行う。〔支払賃金に関する提案

書で確認〕 

 

４ 選定委員会等の設置 

選定委員会又は選定会議（以下「選定委員会等」という。）は、①募集要項や仕様

書等の資料や選定基準等をもとに、各施設の性質、機能、態様等に応じて意見を具申

すること、②選定基準に基づく申請事業者等の審査を行い、委員ごとに評価し選定委

員会等としての点数を確定することの役割を担うものであり、公募前と選定時の最低

２回以上の開催が必要となる。 

 

(1) 選定委員会等の機能 

・指定管理予定者の選定に当たっては、客観的な観点により公正公平に選定する必

要があることから、原則として、施設の設置目的や特性等に照らして相応しい専

門性を有する、外部の有識者３名以上で構成する選定委員会等を開催すること。 

選定委員会等は、「審議会等の設置及び運営に関する指針」第２－（２）に規定

する「会合」には含まれないが、その開催に当たっては、別に定める場合を除き

指針に定める趣旨を踏まえて運用するものとする。 

・選定委員会等の開催単位は、指定管理者に管理運営を行わせようとする施設ごと

に開催することを基本とする。 

ただし、施設の性質等が似通っている場合等は、一の選定委員会等で複数の施設

について審査することができる。 

・選定委員会等の委員は、原則、当該指定管理予定者について指定の議決を経るま

では、選定についての意見を随時聴取できるよう解任しないものとする。 
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(2) 委員の選任方法 

  ・異なる観点からの意見を聴取するため、少なくとも２以上の専門分野をあらかじ

め定めたうえで、各々の専門分野から１名以上の委員を選任すること。 

原則、施設所管所属において当該分野に関連する学会や公的団体等（以下「団体

等」という。）を吟味し、選定したうえで、相応しい人材の推薦を受けるものと

する。 

ただし、適当な推薦団体等が存在しない場合や団体等はあるが推薦が得られない

場合は、複数の専門家をリストアップするなどの方法によることとする。 

  ・人材の推薦を受ける団体等は、原則、本市の外郭団体や出資団体等を除くととも

に、本市との人的交流や施設所管所属からの補助金の有無など、過去３年程度は

本市と関係性、利害関係のない団体等とするよう努めること。 

複数の専門家をリストアップする場合でも、同様の基準により、本市との関わり

の少ない者とするよう努めること。 

  ・委員の選任を行う際は、施設所管所属において、本市の施設の管理運営を委ねる

に相応しい事業者等を選定するために必要な知識、専門性を有する委員候補者を

選定し、恣意性の排除を図るものとする。 

・２期目以降の選定委員会等の開催に当たっては、選定の公正性と公平性を確保

し、委員の固定化を回避するため、原則、委員の再任は行わないこと。 

  ・ 公認会計士や中小企業診断士を委員に選任した場合、原則、該当の専門分野に

関する意見のみを聴取すること。ただし、施設の設置目的を達成するために実施

する事業や施設の特性等に関する知識を有している場合は、この限りでない。 

 

（3） 公正な選定委員会等の運営 

・委員が、選定委員会等での審査等の内容と利害関係を生じるおそれがある場合

は、当該委員の申出や施設所管所属における確認などを行い、委員を辞任してい

ただくか、その審査等には関与しないようにすること。 

指定管理予定者が決定するまでの間に、申請事業者等から委員に対して、不正行

為目的など故意の接触があった場合は、委員は本市に対して通報することとし、

本市は当該申請事業者等を選定対象から除外すること。 

・選定委員会等の委員は、「公正契約職務執行マニュアル」（職員の入札契約事務に

関するコンプライアンスの確保を目的として制定）の対象ではないが、審査の公

正性を確保する観点から、選定結果の公表までは、当該マニュアルが定める関係

業者等との対応に係るルールと同等の対応が求められる旨の説明を、委員に対し

て行うこと。 

    選定結果公表後も、選定内容に疑念が生じるおそれにつながるような対応（指定

管理（予定）者となった事業者等との雇用契約等）は控えるよう伝えること。 

 

 



- 23 - 

 

・選定委員会等は、公募前の選定基準情報や事業計画書等の会議資料に申請事業者

等のノウハウ等が含まれ、それを外部に公開することにより、公平性の欠如や当

該事業者等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある場合

は、選定委員会等の判断により非公開とすることができる。 

・選定委員会等での検討に当たっては、申請事業者等の商号又は名称、代表者氏

名、管理運営実績施設の名称、実施イベント名称、資本関係など、必要な事項を

匿名とし、検討過程において恣意性が働かない、あるいは恣意的に行われている

との疑念を可能な限り生じさせることのない手続きを経るものとする。 

・施設所管所属は、選定基準、選定項目及び配点の腹案や基本的な選定方針等を定

めるほかは、選定委員による選定審査に必要以上に関与しないものとする。 

・選定委員の審査による評価の結果が同点となった場合の決定ルールについて、委

員と意見交換しておくこと 

 

 

 

 



- 24 - 

 

第３章 指定管理者の募集 

１ 募集要項の作成 

募集に当たっては、募集要項や仕様書等（以下｢募集要項等｣という。）を作成する

こと。 

募集要項等の作成に当たっては、施設の概要、指定管理者が行う業務の範囲や内

容、申請書類の様式や申請手続をはじめ、施設の設置目的や将来的な構想、施設とし

て達成すべき目標（成果指標）を定めること。 

民間事業者等のノウハウを活かした、本市の求める基本的な業務水準を上回る提案

がなされるよう、性能発注の手法の活用を積極的に導入すること。導入に当たって

は、これまでの運営手法や本市として求める基本的な業務水準、業務内容、経費の内

訳等について漏れなく詳細に示さなければならない。 

選定に係る評価項目や具体的な配点、評価の観点等を示すなど、積極的な情報提供

に努めなければならない。 

募集要項等の記載事項は、公告事項と同じ内容のものがあるので、設置条例及び規

則を確認して漏れや齟齬のないようにしなければならない。 

【主な記載項目】 

・指定管理者選定の目的 

・施設等の概要 

・施設の管理運営（管理運営の方針・基準、指定管理者の業務の範囲等） 

・指定期間 

・申請資格 

・失格事項 

・指定管理者として果たすべき責任 

・提案を求める内容（管理運営方針・計画、収支予算、実施体制、自主事業等） 

・申請上の注意事項 

・提出書類 

・指定管理予定者の選定（選定方針、配点表等） 

・協定の締結 

・その他申請に当たって事前に伝えておくべき事項 

※選定委員の審査による評価の結果が同点となった場合の決定ルール など 

(1) 現地見学会等 

施設や設備の状態等を確認させるための現地見学会等の実施など、申請しようと

する事業者等に対して積極的な情報提供に努めること。 

ただし、現地見学会等の参加を申請の必須条件とすることは、原則してはならな

い。現地見学時に資料配布を行う場合は施設所管所属のホームページにも掲載する

など、情報提供の水準に差がつくことがないよう取り扱うこと。 



- 25 - 

 

 

(2) 質問の受付・回答 

申請しようとする事業者等が事業計画等を策定するに当たり、募集要項等だけで

は不案内な場合もあることから、質問を受け付けることとし、募集要項には、質問

の受付期間・受付方法・回答方法等を記載すること。 

回答に当たっては、「質問者が理解できるだけの丁寧かつ十分な回答を行うこと

で、真に求められている情報を提供する」という姿勢が重要であり、必要に応じて

質問機会を複数回設定することなども検討する必要がある。 

回答は、申請しようとする事業者等が公平に情報を入手できるよう、施設所管所

属のホームページに掲載すること。 

 

(3) 申請の受付 

① 申請の受付期間 

１週間程度は確保すること。 

申請書の受付締切日を設定する際は、下記について留意すること。 

ア 募集要項の配布から申請書の受付締切まで原則２か月以上確保すること 

イ 現地見学会等から申請書の受付締切まで３週間以上確保すること 

② 申請資格 

以下の資格は、全ての案件で規定すること。 

      ア 地方自治法施行例第 167条の４の規定に該当していないこと 

イ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていな 

いこと 

ウ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱及び大阪市指定管理者制度暴力団排

除要領に基づく入札等除外措置等を受けていないこと 

エ 申請事業者等の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力

団員」という。）又は大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10

号。）第２条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係

者」という。）に該当していないこと 

オ 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと（会社更生法

に基づく更生手続き開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の

決定を受けたものを除く。） 

上記のほか、参加条件を設定することは可能だが、施設の設置目的を踏まえ、

管理運営を適正かつ継続的に実施でき人的・物的要件を備える事業者等を選定で

き、競争性が確保される、最低限度なものとすること。 

例：国税・市税等の納税要件、申請事業者等に関する資格、施設に必要な有

資格者の配置や連合体での申請を認める案件における連合体代表及び構

成員の参加資格、重複申請の制限、関係会社の参加制限など 
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なお、欠格事項に該当する事業者等は申請することができない。 

 

２ 協定書の作成 

  指定管理者は、議会における指定の議決を経て、行政処分である「指定」を受けた

事業者等である。「指定」の内容（対象施設や指定期間）だけでは、指定管理者が業

務を行うに当たっての必要な事項（業務代行料の額、業務の実施方法・内容等）が示

されていないため、「協定」を締結し、具体的な実施業務の細目を定めることとな

る。 

協定の内容は指定管理者が行う業務内容（業務委託契約における契約内容に相当）

となるため、募集要項の配布の際に、案として提示しておくこと。 

新たに指定管理者を選定する施設において、協定書に指定期間中の業務代行料の総

額を記載し、債務負担行為の設定により予算が担保されている場合は、指定期間を通

じた協定書を締結することとなる。 

そうでない場合には、指定期間を通じた基本協定書と年度ごとに結ぶ年度協定書を

締結することとなる。 

 

３ 公募・周知 

総務省通知（平成 15年７月 17日付け総行行第 87号）において「指定の申請に当

たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させることとし」とあるとおり、競争性

の向上のため、公告のほか報道発表、施設所管所属のホームページ等をはじめ、様々

な広報媒体を活用して積極的な周知に努めなければならない。 
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第４章 指定管理予定者の選定 

１ 指定管理予定者の選定 

選定委員会等において、申請事業者等の審査を行い、委員ごとに評価し選定委員会

等としての点数を確定し、その結果を踏まえて、指定管理予定者を選定する。 

 

２ 選定結果等の取扱い 

(1) 申請事業者等への通知 

施設所管所属は、選定結果及び選定理由を速やかに全ての申請事業者等に通知す

るものとする。 

 

(2) 選定結果等の公表 

選定委員会等の会議録又は会議要旨（選定理由を含む。）及び選定結果は、客観 

  的な観点から公正公平に選定されていることを明らかにするため、市民情報プラザ 

において一般の閲覧に供し、積極的に情報提供すること。 

 

施設所管所属は、選定結果及び会議要旨について、別途、施設所管所属のホーム

ページで速やかに情報提供すること。 

当該ホームページの掲載期間は、原則、次期指定管理予定者の選定作業開始まで

の間とする。 

ただし、申請事業者等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あると認められる部分や個人情報として保護すべき部分等がある場合は、当該部分

を削除して公表するものとする。 

 

公表する選定結果には、次に掲げる項目を記載することとする。 

ア 指定管理予定者 

イ 指定予定期間 

ウ 選定委員会による選定審査等 

   (ｱ) 募集・申請の経過 

    (ｲ) 審査経過 

(ｳ) 申請事業者等（全ての申請事業者等の名称を記載すること） 

     エ 選定項目・審査結果（配点を含む） 

     オ 選定理由 

     カ 選定委員名・役職 

※継続した複数の施設の公募において同一の選定委員会等で審議する場合

には、最終の指定管理予定者の選定審議が終了し選定結果を公表する際

に、選定委員名を公表することとしても差し支えない。 
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３ 申請事業者等が少数であった場合等の取扱い 

  申請事業者等が少数であった場合や応募が無かった場合は、その原因を調査し、以

後の募集時に反映させるため、「指定管理者制度導入施設における応募状況調査要

領」に基づき、応募可能な７事業者等以上に応募状況調査を実施するものとする。 

 

４ 申請書類の取扱い 

 申請事業者等から提出される書類は、情報公開請求の対象となるため、施設所管所

属は、指定管理者の募集の際にその旨を申請事業者等に十分周知しておくこと。 

なお、非公開部分は、必要に応じて総務局と調整の上、適切に決定すること。 
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第５章 指定管理者の指定及び協定の締結 

１ 議会の議決及び指定の公告 

   指定管理者の指定に係る議案について、議会の議決を経た場合、施設所管所属は、

所定の手続きの上、指定管理者となる事業者等に指定管理者に指定する旨通知し、公

告しなければならない。 

否決された場合には、指定管理者となる予定であった事業者等に不指定通知書を交

付すること。 

 

２ 協定の締結 

   指定管理予定者が選定されたのち、議会の議決を経るまでの間に、施設所管所属

は、指定管理予定者と協議し、管理の細目的事項を定めた、仮協定（仕様書等を含

む）を締結すること。 

指定管理者に指定通知した時点で、指定管理者と本協定を締結すること。 

 

３ 市民情報プラザへの配架 

施設所管所属は、指定管理者となった事業者等の事業計画書を市民情報プラザに配

架すること。 

なお、閲覧に供する期間は、指定期間満了までの間とする。 

ただし、指定管理者となった事業者等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害 

するおそれがあると認められる部分や個人情報として保護すべき部分等がある場合 

は、当該部分を削除して公表するものとする。 
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第６章 指定管理者による管理運営 

１ 指定管理者の地位・権限 

(1) 指定管理者の地位 

指定管理者は議会における指定の議決を経て、行政処分である「指定」を受け

た事業者等である。指定管理者は、当該施設の管理権限を委任されるものであ

り、行政処分に該当する使用許可を行うことができる。 

指定により公の施設の管理権限の委任を受けた指定管理者は、本市に代わり当

該公の施設の事務を行う機関であることから、本市のパートナーとして公共の一

翼を担い、地域全体の公益に資することが求められる。 

本市は、指定管理者との間で施設の管理運営に関する「協定書」を取り交わし

ており、指定管理者はこの協定書に則って具体の業務を実施することとなる。 

 

(2) 指定管理者に委託することができない事務 

指定管理者は、次に掲げる業務等、法令上自治体あるいは首長に専属的に付与

された行政処分の権限は持たないものとされている。 

ア 過料の賦課徴収（地方自治法 14 条３項、15 条２項、231 条の３） 

イ 使用料の減免（地方自治法施行令 158 条） 

ウ 不服申し立てに対する決定（地方自治法 244 条の４） 

エ 行政財産の目的外使用許可（地方自治法 238 条の４） 

 

(3) 管理業務の第三者への委託 

指定管理者制度は、基本的には施設の一体的な管理を包括的に指定管理者に行わ

せることを想定している制度であり、第一義的には管理の業務の全てを指定管理者

に行わせることとなる。 

しかし、管理の業務の性質、施設の形状や管理上の合理性等を踏まえ、例えば、

清掃、警備といった個々の事実上の行為について、本市の承諾の上、指定管理者か

ら第三者へ委託することは可能である。 

この場合、施設の性質等や施設の適切な管理運営の観点から、指定管理者自身が

必ず行わなければならない業務（主たる業務）と、指定管理者から第三者への委託

が可能なもの（業務の処理の一部を含む）について、あらかじめ区分しておくこと

が必要である。 

ただし、地方自治法の規定に基づき地方公共団体による適正な管理を確保したう

えで指定管理者にその管理を行わせることとした制度の趣旨に鑑みれば、管理の業

務を一括して第三者へ委託をすることは許されない。（「第三者委託の承諾可否イメ

ージ図」参照） 

平成 22 年度包括外部監査報告において、業務委託契約における再委託の必要性
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の存否を審査するとともに、適正な手続きの履行が求められており、類似の関係性

がある指定管理者制度における第三者委託の妥当性を明確にし、透明性のより一層

の向上を図るため、第三者委託先等について、公表することとしている。この公表

期間は、当該第三者委託の契約期間終了の翌年度末までとする。 

 

≪第三者委託の承諾可否イメージ図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体例）　Ｂ　従たる業務

　＜施設及び附属設備の維持管理＞

日常・定期清掃業務

警備業務

舞台設備点検業務

空調会議室系統空調機保守作業

一般廃棄物収集運搬処理業務

照明設備・調光装置点検

自動扉保守点検業務

エレベーター保守点検作業

消防設備点検業務

害虫駆除業務

植栽等環境整備業務

ホール音響設備点検業務

委託不可
（主たる業務の一括第三者

委託は許されない）

委託可能

　【基本的な考え方】

Ａ　主たる業務

Ｂ　従たる業務

指定管理の業務

【主たる業務を「核」と「従」に分けた場合の考え方】

指定管理の業務

委託不可
（主たる業務の核となる部分を第三者へ委託する

ことは許されない）

委託可能
（主たる業務であっても、業務の核とならない業務の
処理の一部である個々の事実上の行為であれば、大
阪市の承諾のもと第三者へ委託することは可とする）

委託可能

Ａ　主たる業務

a　核となる業務

b　従たる業務

Ｂ　従たる業務

a　従たる業務

Ａ　主たる業務　…センターの事業に関する事

☆

☆ ×

○

○

☆ × ×

○

○

☆

☆ ×

○

○ ○

具体例 核となる
業務

　

１　イベントの実施

×
企画・立案・運営

会場設営

イベント周知リーフレットの作成・印刷

第三者
委託
の可否

一括した
委託の
可否

５　セミナーの実施

２　普及・啓発事業

３　広報事業

○ホームページ作成

パンフレット作成・配布

４　展示事業

×企画・立案・運営

会場設営　
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２ 指定管理者制度導入施設における本市の責任 

(1) 本市の責任 

施設の設置者である本市は、施設管理権限の行使自体は行わず、指定管理者の施

設管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から、事業計画に基

づき、管理業務が適正に行われているか、確認し検査を行い、必要に応じて指導・

監督・協議等を行うこととなる。 

施設所管所属として留意すべき点は、指定管理者制度の導入によって施設の管理

運営に関する業務を指定管理者に委ねることが、施設設置者としての責任を減少さ

せるものではないということである。 

「普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の

適正を期するため、指定管理者に対して当該管理の業務又は経理の状況に関し報告

を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる」（地方自治法

第 244条の２第 10項）とされているとおり、指定管理者制度が導入されている施

設においても、本市は施設の設置者として必要に応じた監督を行うことができる。

特に、利用者の安全確保は、本市や職員の管理責任を問われるケースも生じ得るこ

とから、安易に指定管理者や第三者委託先任せにせず、日頃から事故等の発生を防

ぐため特段の注意を払う必要がある。 
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【公の施設における重大事故事例】 

 ① 埼玉県ふじみ野市大井プール事故（平成 18年発生）【最高裁で確定】 

施設の位置付け：公の施設（プールの管理を委託） 

受  託  者：太陽管財株式会社（市に無断で京明プランニングに丸投げに近い形で再委託） 

事 故 概 要：流水プールの吸水口の脱落により、小学２年生（当時）の児童が吸水口に吸い込まれ

て死亡 

損 害 賠 償：市が遺族に６千万円を支払い 

刑 事 責 任：所管課長（当時）が禁固１年６月（執行猶予３年）、係長が禁固１年（執行猶予３年）

で確定、京明プランニング元社長及び従業員が略式起訴 

判決の概要（さいたま地裁）： 

・ 課長、係長が職務上必要とされる注意義務を果たさなかったことが事故の主因。 

・ 業者に委託したということは、市自らがその手でプールの安全性を完備するほかに、業者を使い

これを可能とする手段を得たということであって、市は二重に安全性を完備することができたので

あるから、委託業者ら関係者の不手際が本件事故の発生に関わっているということは、（課長、係長

の）両名が市自らがその手で行う責任を果たさなかったことに加えて、業者を使っての責任も果た

さなかったということ。 

 

② 東京都港区シティハイツ竹芝エレベーター事故（平成 18年６月）【平成 29年和解】 

施設の位置付け：公の施設（指定管理者：財団法人港区住宅公社） 

エレベーター管理受託者：エス・イー・シーエレベーター株式会社（前シンドラーエレベーター社） 

事 故 概 要：12 階エレベータ―出入口において、到着したエレベーターから高校２年生の生徒が降

りようとしたところ、扉が開いた状態のままで突然上昇したため、エレベーターかご

の床部分と外枠天井部分に体を挟まれ死亡。 

損 害 賠 償：生徒の遺族が、シンドラー社等を相手取り２億５千万円の支払いを求め提訴 

刑 事 責 任：シンドラー社の元社員、エス・イー・シー社の社長など複数名が書類送検 
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(2) 保険加入 

指定管理者が管理運営を行っている場合も、本市が加入している「全国市長会市

民総合賠償補償保険」の対象とみなすことが可能となる。 

ただし、自主事業は当該保険の対象外となり、当該保険のみでは施設の事業実施

にかかる指定管理者自らが負うべきリスクに対応することが確実ではないことも考

えられるため、指定管理者にはリスクに応じた必要な保険に別途加入させなければ

ならない。 

指定管理者が加入した保険内容は、それを証する書類等の写しの提示等により施

設所管所属に報告させること。 

 

３ 災害等への対応 

(1) 事故等への対応 

施設所管所属は、指定管理者と協議の上、指定管理者に事故、災害等に対応する

ための体制を整備させること。 

事故等（個人情報等の漏えい、施設の滅失、き損、不適切な事務の処理等を含

む。以下同じ。）が発生した場合に備え、本市その他の関係者との連絡、証拠保

全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、指

定管理者が緊急時発生対応計画を定め、施設所管所属に報告させること。 

指定管理業務の実施中に事故等が発生した場合、当該事故発生の帰責の如何にか

かわらず、指定管理者に、直ちに被害拡大の防止策を講じさせ、速やかに施設所管

所属にその旨を報告させなければならない。 

上記事故等の処理終了後は、施設所管所属は、遅滞なく、当該事故の詳細を書面

により報告させるとともに、具体的な再発防止策について指示を行うこと。 

指定管理者制度導入施設において、事故に関する報道発表を行う場合は、施設所

管所属は、契約管財局に発生後速やかに報告すること。 

 

 (2) 災害発生時の対応 

大阪市地域防災計画において、公の施設は指定管理者制度導入施設を含めて、地

震、風水害、その他の災害等が発生、又は発生することが予想される場合（以下

「災害時等」という。）に、避難所や避難場所、輸送基地等として使用することが

定められていることが多い。 

大阪市地域防災計画に位置付けられている場合は、募集要項及び協定書に、災害

時等の使用内容等について明記し、協定書のほかに、別途「災害時等における施設

利用の協力に関する協定」（以下「災害時協定」という。）を締結するとともに、指

定管理者に対して「指定管理者災害対応の手引き」に基づく災害時等の体制整備を

求めること。 

現段階で大阪市地域防災計画に位置付けられていない施設であっても、将来、位

置付けられた場合には、災害時協定の締結と災害時等の体制整備を求めること。 
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災害時協定を締結している施設は、災害時等の状況によって、大阪市地域防災計

画に定めがない事項について本市から協力を求める場合があり、その場合は、協力

するよう努めるものとすることを募集要項や協定書に明記すること。 

 

４ 会計独立の原則 

施設所管所属は、指定管理者に対して、指定管理業務に係る会計（記録、帳票等の

作成を含む。）は、指定管理者の他の事業等に係るものと区別し管理させなければな

らない。 

 

５ 施設・備品等の取扱い 

  指定管理業務を実施するために必要な施設等を指定管理者に無償で利用させるもの

とする。当該施設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ本市の承認が必要

となる。 

  指定管理者は、備品や消耗品について、「大阪市会計規則」や大阪市会計室「物品

管理マニュアル」の趣旨を踏まえ、適切に管理しなければならない。 

備品は、その品質又は形を変えることなく１年を超える使用に耐え、かつ購入予 

定価格が５万円以上のもの（図書については、雑誌、定期刊行物等を除き、購入予 

定価格が５千円以上の図書。）のことをいう。 

消耗品は、１回又は短期間（概ね１年程度）の使用によって、その品質若しくは形

を変え又はその全部若しくは一部を消耗してしまう物品、又は購入予定価格が５万円

未満の物品（図書は、雑誌、定期刊行物等の他、購入予定価格が５千円未満の図

書。）のことをいう。また、消耗品のうち、その品質又は形を変えることなく１年を

超える使用に耐え、かつ購入予定価格が５万円未満のもの（図書については、雑誌、

定期刊行物等を除く。）を「概ね１年以上使用できる消耗品」と整理する。 

当該業務の実施に当たって必要となる大阪市所有の備品・「概ね１年以上使用でき

る消耗品」にかかる補修更新は、指定管理者が実施し、その費用を負担することとす

る。 

施設所管所属は、指定管理者に備品・「概ね１年以上使用できる消耗品」が区分さ

れた一覧表を適宜更新させること。また、貸与品を記載した一覧表を更新すること。 

施設所管所属は、備品・「概ね１年以上使用できる消耗品」が区分された一覧表・

貸与品を記載した一覧表を活用し、月次報告で状況を確認すること。 

施設所管所属は、指定管理者に対し、一覧表に基づく定期的な現物確認の実施やそ

の結果の報告を求め、必要に応じて適切な対応を行うこと。 

指定管理者が、事故等により本市の財産を滅失、損傷させたときは、直ちに本市に

報告させること。 
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 (1) 備品 

   指定管理者において新たに購入した備品は、業務代行料によるものか、指定管理

者の自己負担によるものか確認し、所有者を決定した上で、管理する必要がある。

このため、購入後速やかに報告を求めることとし、所有区分に応じた適切な管理に

努めること。 

特に業務代行料による購入の場合、速やかに本市としての受入を実施しなければ

ならないため、「物品管理マニュアル」を遵守し処理すること。 

重要物品（予定価格が１点あたり 100 万円以上の備品）は、即日受入を実施する

必要があるため、指定管理者は直ちに報告すること。 

内容 所有権 本市への報告 受入登録 

本市から指定管理者へ貸与した 

備品の補修・更新等 
本市 速やかに報告 登録済 

施設の管理運営に

必要な備品で、 

業務代行料をもっ

て指定管理者が 

新たに購入 

予定価格 

100万円未満／１点 
本市 速やかに報告 必要 

予定価格 

100万円以上／１点 

（重要物品） 

本市 即日報告 必要 

指定管理者自身が、施設の管理運営の 

ために自己の費用により購入した備品 
指定管理者※ 速やかに報告 不要※ 

※本市と協議の上、本市に引継ぐことも可能。この場合、本市の受入登録が必要となる。 

 

 (2) 消耗品 

指定管理者において新たに購入した「概ね１年以上使用できる消耗品」は、一覧

表の更新時に速やかに報告を求めることとし、所有区分に応じた適切な管理に努め

ること。 

内容 所有権 本市への報告 受入登録 

本市から指定管理者へ貸与した 

「概ね１年以上使用できる消耗品」

の補修・更新等 

本市 速やかに報告 不要 

施設の管理運営に必要な 

「概ね１年以上使用できる消耗品」

で、業務代行料をもって指定管理者

が新たに購入 

本市 速やかに報告 不要 

指定管理者自身が、施設の管理運営

のために自己の費用により購入した

消耗品 

指定管理者※ 速やかに報告 不要 

※本市と協議の上、本市に引継ぐことも可能。 
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第７章 モニタリングと評価 

１ マネジメントサイクル 

  指定管理者による管理運営開始後であっても、当該施設の設置者は本市であり、本

市の施策を達成するために設置された施設であることを常に認識していなければなら

ない。 

このため、施設所管所属においては、施設の有効利用や市民サービスの向上、施設

の設置目的の達成を図るため、指定管理者と協力し、利用者の満足度や意見を把握す

るとともに、実際の管理運営によって把握した課題や、指定管理者から提案された意

見などについて、翌年の施設の管理運営目標や次回の募集条件、将来的な目標（成果

指標）等に反映させるなど、必要な取組みを行わなければならない。 

契約管財局においては、施設所管所属から制度運用上の課題を抽出するよう努め、

その解消に向け、大阪市入札等監視委員会を活用しながら、本ガイドラインを改正す

るなど、確立したマネジメントサイクルを適切に運用していく必要がある。 

指定管理者制度導入施設における施設の管理運営の適正性や施設の設置目的の達成

状況、住民サービスの向上度合いなどを監視・点検（モニタリング）及び評価する方

法は、契約管財局において、別途定める。 

  

施設所管所属 

・指定管理者の選定 

（公募～指定） 

・  

P

A

C

D

施設所管所属・契約管財局 

・制度運用上の課題抽出 

・評価結果のとりまとめ・公表 

・制度運用の検証・公表Ｈ27 

（制度導入 10 年間の検証） 

・入札等監視委員会の活用 

 

施設所管所属 

・募集条件、業務内容、要求水準等

の決定 

（契約管財局のサポート活用） 

・契約管財局と協議 

（指定期間等）

契約管財局 

・ガイドラインの改正 

・事務連絡調整会議の開催 

・外部有識者による研修 

・募集条件等の検討  など 

制度運用にかかるＰＤＣＡ 

・指定期間サイクル 

・年度単位サイクル 

（外部有識者の意見反映） 

 

施設管理にかかるＰＤＣＡ 
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【標準例】施設の管理運営状況の点検及び評価に係るマネジメントサイクル 

 

指定期間サイクル

年度単位サイクル

P(計画）

Ｄ(実行）

Ｃ(評価）

・施設の設置目的の明確化・目標の（再）設定

・業務範囲・基本的な業務水準の設定

指定管理者の選定（公募）・指定

・事業報告書の提出

・施設所管所属による点検及び第一次評価
・外部有識者（選定委員を務めた者等）からの意見を反映した最終評価

※市場調査・意見公募等の実施による施設運営に関する意見の徴収

P(計画）

・公の施設の必要性、あり方の検証

・指定管理で行うことのメリット、デメリットの検証

・施設の目的、管理のあり方の検証

・目標達成に向けた基本協定

の締結

・点検・評価基準の設定

年度単位の目標

設定・年間事業計

画策定

年度協定の締

結

改善計画の策定・実施
（運営状況を検証し、設置目的、目標を再検討）

・課題を分析し次年

度へ反映

市

指
定
管
理
者

市
・指
定
管
理
者

Ａ(改善）

市
・指
定
管
理
者

改善計画

策定

利用者アンケートの実施及び評価の実施

施設の管理運営の実施

・目標達成に向けた施設の運営、自己点検状況の市への報告

調整会議・実地調査における点検

施設の有効利用・市民サービスの向上

設定目標・設置目的の達成

情報共有・

改善指示等
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２ 指定管理者に対する是正措置 

施設所管所属は、モニタリング・年度評価等の結果、管理運営状況が協定書や事業

計画書等に記載された水準に達していないと認められる場合や管理運営に関する課題

等が判明した場合には、指定管理者に対して速やかに業務の改善指示等を行うこと。 

指定管理者が正当な理由なく改善指示に従わない場合、その他指定管理者による管

理の継続が適当でないと認められる場合には、業務代行料の支払いの保留や減額、業

務の停止、指定の取消も視野に入れて、指定管理者への対応を検討すること。 
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第８章 次期指定管理者の募集に向けた検証 

次期指定管理者の募集を行うに当たり、より高い事業効果が得られるよう、指定期間

中のモニタリングや年度評価等に基づき、指定管理者制度導入の効果や管理運営の結果

を総括・検証し、募集要項等に反映させる必要がある。 

「指定管理者しか施設のことを理解していない」といった状態を生じさせないために

も、次期募集に向け、管理運営の状況や在り方について、十分に検証する必要がある。 

市民サービスの向上につなげるには、事業者等のニーズに合った応募条件の設定も重

要となることから、事前状況調査を実施し、前回公募時の応募状況調査の結果と合わせ

て、応募条件の検討を行うものとする。 

 

１ 導入効果の検証 

「次期指定管理者募集に係る検証シート」を利用し、検証すること。 

検証の結果、施設運営手法の見直しなど設置条例の改正等が必要となる場合も考え

られるため、検証は、次期指定管理者の募集を行う前年度（指定期間４年目）に実施

することとする。 

なお、原則外の指定期間（５年以外）としている施設の検証実施時期は、契約管財

局と事前に調整し、決定すること。 

 

２ 事前状況調査の実施 

事業者等の応募意欲を高めるには、最新の事業者等のニーズを調査し、それを踏ま

えた応募条件を設定することが必要であるため、「指定管理者制度導入施設における

応募状況調査要領」に基づき、事前状況調査を実施すること。 

なお、大阪市入札等監視委員会において、次年度に公募を行う施設について調査

審議を行っていることから、調査審議予定時期を目安に実施すること。 

 

３ 検証等結果の反映 

(1) 施設運営手法の検討 

指定管理者制度に代わる管理形態としては次のものが考えられる。 

・直営化（一部委託） 

・民営化 

 

(2) 次期指定管理者の募集に向けた見直し 

検証等の結果、業務の範囲や料金を見直す場合設置条例の改正等が必要となる

可能性も念頭に置き、見直しは早期に着手すること。 

【見直しの視点（例）】 

・指定期間の見直し 
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・募集期間の見直し 

・募集単位の見直し 

・目的事業、自主事業の整理  

・選定基準の見直し 

・業務代行料の見直し 

・利益配分の見直し 
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第９章 本市関係条例等への対応 

１ 個人情報の保護に関する法律等 

指定管理者が取り扱う個人情報の保護に関する事務の取扱いは、個人情報の保護に

関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「個人情報保護法」という。）、大阪市個人

情報の保護に関する法律の施行等に関する条例（令和５年大阪市条例第５号）及び行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の定めるとこ

ろにより行うものとする。 

本人からの開示、訂正及び利用停止の請求及び情報の提供の申出に対しては、指定

管理者が、個人情報保護法に基づき、必要な措置をとらなければならない。 

また、正当な理由がなく、個人の秘密に関する事項が記録されたものを提供した場

合等は、個人情報保護法に規定する罰則が適用される。 

施設所管所属は、指定管理予定者選定の際には、申請事業者等における個人情報保

護への取組み等についても評価対象とし、指定管理者に対しても、所要の事項につい

て協定書に規定するなど個人情報保護法の趣旨を周知徹底させ、個人情報保護に努め

なければならない。 

 

２ 行政手続条例 

  指定管理者は、行政手続条例（平成７年大阪市条例第 10号）第２条第３号の「行

政庁」に含まれ、指定管理者が使用の許可等を行う場合には、同条例が指定管理者に

適用されることから、指定管理者は、審査基準（第５条）、標準処理期間（第６条）、

処分の基準（第 12 条）を作成し、これを公にしなければならない。 

 

３ 情報公開条例 

(1) 公開の原則 

指定管理者は、情報公開条例（平成 13年大阪市条例第３号）の趣旨に則り、施

設の管理運営に関する情報を公開するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

施設所管所属は、このような措置を講ずるよう指導に努めるものとする。 

 

(2) 指定管理者の保有する情報の公開 

指定管理者は、指定管理業務に関わって作成入手した文書等について、積極的

な情報公開に努めなければならない。 

指定管理者の保有する情報の公開は、次のとおり取り扱うものとする。 

ア 公開請求の対象となる情報 

指定管理者の役員又は職員が指定管理業務に関わって作成し、又は取得した

文書であって、当該指定管理者の役員又は職員が組織的に用いるものとして、
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当該指定管理者が保有しているものをいう。 

ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売

することを目的として発行されるものを除く。 

イ  指定管理者との関係 

(ｱ)  提出文書の取扱いの周知 

施設所管所属は、指定管理者からの提出文書について、本市が保有する公

文書として公開請求の対象となり、特段の事情がない限り、原則として公開

されることを指定管理者に周知するものとする。 

(ｲ) 協定の締結 

施設所管所属は、指定管理者と締結する協定において、公開請求に係る対

象文書を保有していない場合、指定管理者に当該文書を提出するよう求める

ことができる。 

指定管理者は、特段の事情がない限りその提出を拒めない旨を定めるもの

とする。 

ウ 公開請求への対応 

当該公開請求に係る対象文書が既に指定管理者から提出されている場合は、

当該文書を公開請求の対象となる公文書として特定し、公開決定等を行う。 

当該公開請求に係る対象文書が指定管理者から提出されていない場合は、施

設所管所属が、上記協定の規定に基づいて当該文書を指定管理者から取り寄せ

た上で、公開請求の対象となる公文書として特定し、公開決定等を行う。 

この場合、協定に基づいて取り寄せた文書は、協定を締結した時点で実施機

関がいつでも取り寄せることができる状態であることから、公開請求の対象と

なる公文書とみなす。 

施設所管所属は、指定管理者と協議し、又は情報公開条例第 13条第１項若

しくは第２項の規定による意見書提出の機会を付与した上で、対象文書の公開

決定等を行うものとする。 

 

４ 公文書管理条例 

  指定管理者は、公文書管理条例（平成 18年大阪市条例第 15号）の規定に基づき、

施設の管理運営に関する文書を適正に管理するために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

また、施設所管所属は、指定管理者が上記の措置を講ずるよう必要な指導等の実施

に努めるものとする。具体的には、指定管理者に対し、協定書等により本市の文書分

類や保存年限などを示す、目録を作成させるなどの方法により文書の適正な保存管理

を義務付け、指定期間終了時には、本市に引き渡すなど、本市の指示に従い適切な処

理を行わせるものとする。 
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５ 職員等の公正な職務の確保に関する条例 

  指定管理者は、指定管理業務を行うに当たって、常に公正であることを旨とし、市

民の疑惑や不信を招くことのないよう十分に配慮するとともに、職員等の公正な職務

の執行の確保に関する条例（平成 18年大阪市条例第 16号）の定めるところに従い、

公益通報に適切に対処しなければならない。 

また、指定管理者の役員又は職員は、指定管理業務を処理するに当たっては、常に

法令等を遵守し、公正な職務の執行に当たらなければならない。 

 

※ 公益通報 

本市職員又は指定管理者の役職員の職務の執行に関する事実であって法令等に違反す

るもの、人の生命、身体又は財産に危険が生ずるおそれがあるもの、環境を害するおそ

れがあるものその他不適正なもの（通報対象事実という。）が生じ、又は生ずるおそれが

ある旨を、本市の機関、指定管理者又は大阪市公正職務審査委員会に通報することをい

う。 

 

６ 施設の利用者からの要望 

  本市は、職員の職務執行に対する要望、要請等の内容を記録し、要望等の内容を正

確に把握するとともに、適正な対応を図ることにより、公正な市政の運営を図り、も

って市政に対する市民の信頼の向上に資することを目的として要望等記録制度を設け

ている。 

この制度の趣旨を踏まえ、公の施設の管理運営にあっても、施設の利用者等からの

要望等に適切に対応することによって、公正な管理運営を図るものとする。 

(1) 指定管理者の役職員の責務 

指定管理者の役職員は、公の施設の管理代行者として、施設の利用者に不信感

や不安感を抱かせないよう、利用者等から寄せられる要望等に誠実かつ公正に対

応しなければならないとともに、不正な要望等に応じてはならない。 

 

(2) 具体的手順 

ア 要望等の記録 

指定管理者は、施設の利用者等から要望等が寄せられた場合、その要望等を記

録する。 

ここで「要望等」とは、個人又は団体等の要望者が指定管理業務に関わって何

らかの対応を求める行為をいい、このうち面談、電話等口頭によるものを記録対

象とする。 

記録項目は、次のとおりとする。ただし、要望者が明らかにしなかった項目に

ついては、記録を要しない。 

(ｱ) 受付日時 

(ｲ) 要望等が行われた方法 
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(ｳ) 受付場所 

(ｴ) 要望者の氏名（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏

名） 

(ｵ) 要望者の住所又は連絡先（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業

所の所在地） 

(ｶ) 要望等の内容 

(ｷ) 要望者による記録内容の確認の有無 

(ｸ) 公表についての教示の有無 

(ｹ) 回答が不要である旨の意思表示を要望者が行った場合にあっては、その旨 

(ｺ) 要望等を受けた者の氏名及び職名 

(ｻ) その他指定管理者がその所管する業務に係る要望等に関して適当と認める

事項 

イ 要望者への回答 

記録した要望等のうち対応方針が明確なものについては、指定管理者から要

望者へ迅速に回答するとともに、施設所管所属に対応状況等を報告する。 

対応方針が明確でないものについては、指定管理者が施設所管所属にその詳

細を報告し、その対応方針を協議した上で、施設所管所属から要望者へ回答す

る。 

また、指定管理者に対し本市職員の職務の執行に関する要望等が寄せられた

場合、指定管理者は、直ちに施設所管所属に報告し、施設所管所属が対応す

る。 

なお、指定管理者あての書面による要望等については、記録対象ではない

が、当該要望等が指定管理業務に関するものである場合は、口頭によるものと

同様に取り扱う。当該要望等が指定管理業務に関するものでなく、本市の職員

の職務の執行に関するものである場合は、直ちに施設所管所属へ当該書面を提

出する。 

ウ 記録票の保存 

指定管理者は、要望等への対応が完了した記録票の写しを施設所管所属に提

出するとともに、当該記録票を指定期間中保存するものとする。 

 

７ 暴力団等の排除 

   指定管理者制度における暴力団の排除については、大阪市暴力団排除条例（平成 23

年大阪市条例第 10 号。以下「暴排条例」という。）第 10条の規定に基づき定めた大

阪市指定管理者制度暴力団排除要領（以下「暴排要領」という。）により、対応す

る。 

具体的な取扱いは、次のとおりである。 

(1) 指定管理者等からの暴力団排除 

ア 暴力団排除措置の内容 
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(ｱ) 指定管理予定者の選定時 

施設所管所属は、指定管理予定者の選定時において、応募申請者等又はその

役員等が、暴排要領の別表各号に掲げる要件に該当するときは、選定の対象か

ら除外するものとする。 

また、応募申請者等が暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明する

誓約書を提出しない場合についても選定の対象から除外するものとする。 

(ｲ) 協定締結後 

施設所管所属は、指定管理者又はその役員等が、暴排要領の別表第１号又は

第５号に掲げる要件に該当すると認めるときは、その指定を取り消すものとす

る。また、指定管理者又はその役員等が、別表第２号から第４号のいずれかに

掲げる要件に該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定め

て指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるなど、必要な措置を行うも

のとする。 

イ 大阪府警察本部への照会（暴力団員又は暴力団密接関係者の確認） 

暴力団員又は暴力団密接関係者の該当性は、暴排条例第 13 条に基づき、大阪

府警察本部への照会により確認する。 

照会の際に必要となる情報のうち、指定管理者に関するものは指定管理予定者

の選定時に、指定管理者の第三者委託先等に関するものは第三者委託の承諾時に

書面により提出させることとする。 

(ｱ) 照会基準 

Ａ 指定管理予定者の選定時 

指定管理予定者の選定に当たっては選定結果の順位が１位の者（必要に応

じ２位の者を含めること。）を対象とする。 

ただし、既存の指定管理者制度導入施設において、現指定管理者が選定の

結果、照会対象となる場合については、何らかのトラブル等がないかぎり、

照会不要とする。 

なお、照会に当たっては、「大阪市の事務及び事業から暴力団を排除する

ための指針」及び平成 30年１月 31日付市民局区政支援室地域安全担当課長

通知の別紙「大阪市の事務及び事業における暴力団排除について」に基づき

暴力団排除措置及び照会の必要性等について精査の上、行うものとする。 

Ｂ 協定締結後 

原則「疑わしい事象が生じたとき」を対象とする。 

 ウ 協定締結後に実施する措置内容等の公表 

施設所管所属は、ア(ｱ)に該当する場合による選定からの除外、指定取消や業

務の全部又は一部の停止等の措置を行うときは、当該措置を受けた者の名称、

所在地、措置要件、措置理由等の情報を契約管財局へ判明後直ちに報告するこ

と。 

報告を受けた措置内容等について契約管財局のホームページ上で公表し、措
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置後の施設運用状況や今後の予定について施設所管所属のホームページ上で公

表すること。 

各施設の設置条例の欠格条項において、「本市又は他の地方公共団体から指定

を取り消され、その取消の日から○年を経過しないもの」などと定められてい

るため、他施設で指定取消となった場合でも指定取消を行うこととなる。 

 

(2) 第三者委託先からの暴力団排除 

ア 指定管理者の責務 

指定管理者は、一部の指定管理業務又は指定管理業務の処理の一部を他に委託

しようとするときは、施設所管所属に対し、承諾申請とともに、当該委託の相手

方（以下、「第三者委託先」という。）から徴した暴力団員又は暴力団密接関係者

でない旨の誓約書を提出しなければならない。 

なお、第三者委託先が再委託しようとするときも、その再委託の相手方から同

様の誓約書を徴し、提出しなければならない。 

イ 施設所管所属の対応 

施設所管所属は、第三者委託先から、アに定める誓約書の提出がない場合は、

当該委託について承諾をしてはならない。 

 

また、第三者委託先等又はその役員等が暴排要領の別表各号に掲げる要件に該当す

るものであったことを指定管理者が知らずに契約を締結していた場合、本市は指定管

理者に契約を解除するよう求めるとともに、(1)ア(ｲ)及びウに準じて対応すること。 

なお、指定管理者が契約の解除に応じない場合は、指定管理者を暴排要領の別表第

５号に掲げる要件に該当する者であるとみなし、同様に取り扱うものとする。 

 

(3) 指定管理者に対する暴力団からの不当介入への対応 

ア 指定管理者の責務 

指定管理者は、本市の指定管理業務の実施に当たり暴力団員等から妨害又は不

当要求を受けたときは、速やかに施設所管所属に報告するとともに、警察への届

出を行わなければならない。 

指定管理者は、第三者委託先等が暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたと

きは、当該第三者委託先等に対し、速やかに当該指定管理者及び施設所管所属に

おける監督職員等に報告させるとともに警察への届出を行うよう指導しなければ

ならない。 

指定管理者は、上記報告及び届出を受けた本市の調査並びに警察の捜査に協力

しなければならない。 

イ 施設所管所属の対応 

施設所管所属は、指定管理者から業務の履行にあたり暴力団員等から妨害又は

不当要求を受け、又は第三者委託先等が妨害又は不当要求を受けた旨の報告があ
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ったときは、指定管理者に対し、警察への届出を行ったことを確認の上、警察と

協議して対応を指導するとともに、契約管財局（契約部制度課）に速やかに報告

するものとする。 

指定管理者がアに規定する責務を怠ったときは、施設所管所属は、改善指導を

行うこととする。 

 

(4) 募集要項・誓約書・協定書等への記載 

暴力団排除措置を行うに当たって、募集要項、誓約書、協定書に暴力団排除規定

を明示する。 

具体的な記載については、「募集要項例」、「誓約書」及び「協定書例」における

標準例を参照し、施設の特性等に応じて適宜検討の上、対応すること。 

 

８ 情報セキュリティ対策 

  平成 28年度随時監査における情報セキュリティの管理体制に関する事務における

指摘を踏まえ、施設所管所属は、指定管理者へ大阪市情報セキュリティ管理規定及び

大阪市情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順に規定されている安

全対策を確保させ、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況について確認するこ

と。 
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第 10章 その他 

１ 指定管理者の指定の取消等 

   普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正

を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求

め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる（地方自治法 244 条の

２第 10 項）。 

普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理

者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又

は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる（地方自治法

244 条の２第 11 項）。この場合、行政手続法に基づき聴聞等の手続が必要となる。 

「当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき」とは、法

244 条の規定に違反した場合や、指定管理者の経営状況が著しく悪化している場合

等、公の施設の適正な管理に重大な支障が生じる又は生じるおそれがある場合であ

る。 

したがって、指定を取り消すことができるのは、指定管理者の責めに帰する事由が

ある場合であり、指定管理者の責めに帰する事由がないにもかかわらず、指定の期間

の途中で指定を取り消すことはできない。仮に一方的に指定を取り消した場合には、

当該取消は行政処分であるため、取消訴訟や国家賠償法に基づく賠償請求の対象とな

る。 

なお、指定取消や業務停止となった場合には、その概要について契約管財局のホー

ムページ上で公表し、施設運用状況や今後の予定について施設所管所属のホームペー

ジ上で公表すること。 

各施設の設置条例の欠格条項において、「本市又は他の地方公共団体から指定を取

り消され、その取消の日から○年を経過しないもの」などと定められているため、他

施設で指定取消となった場合でも指定取消を行うこととなる。 

 

(1) 事業放棄、撤退等 

① 指定取消 

施設所管所属は、指定管理者の事業放棄、撤退、倒産等により指定管理業務を

行わせることが不可能な状況となった場合、直ちに新たな指定管理予定者の選定

作業に着手するものとする。この場合、当該施設の供用休止も想定されるもの

の、継続的なサービスの提供に最大限留意し、関係所属と協議の上、必要に応じ

て急施専決処分により設置条例等を改正して、一時的な直営による業務委託又は

非公募による業者選定を行えるようにし、できる限り供用休止の回避に努めるも

のとする。 

指定を取り消した際、管理業務が完了した部分がある場合は、本市と指定管理
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者が協議の上、本市は、既に管理業務を完了した部分を確認し検査を行い、検査

に合格した部分に相応する業務代行料相当額を指定管理者に支払わなければなら

ない。 

なお、指定取消に伴い違約金を徴収するが、指定取消の理由によって、金額が

異なるため留意すること。 

 

【違約金の額：指定取消の日の属する事業年度の施設の管理経費見込額の１割とする場合】 

・指定管理者が、検査に合格しなかった際の業務の是正又は改善を指示や実地調査に

基づく指示又は事業報告書受理後の指示に従わないとき 

・指定管理者が、正当な事由なく当該業務に着手しないとき 

・指定管理者が、指定又は当該業務の実施について不正な行為を行ったとき 

・指定管理者が、この協定に違反したとき 

・指定管理者が、正当な理由なく公正職務条例の規定に基づく調査に協力しないとき

又は同条例の規定に基づく勧告に従わないとき 

・指定管理者が、施設の設置条例に定める欠格条項の各号のいずれかに該当したとき 

・上記に定めるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認

めるとき 

 

【違約金の額：指定期間中の施設の管理経費見込額の２割とする場合】 

・指定管理者の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとき 

・指定管理者の第三者委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者と知りながら契約し

たとき若しくは暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとは知らずに契約した場

合で、当該契約について本市からの契約解除の求めに応じないとき 

 

ただし、施設の管理に要する経費見込額が、施設における収入見込又は施設にお

ける収入見込に自主事業等により得られる収入見込みを加味した金額に比して大幅

に低額である場合などは、違約金を算出するための基本額をこれらの収入見込みの

年額とすることも検討の上、適切に設定すること。 

違約金は、上記で定めた金額を徴収するが、さらに本市に生じた実際の損害額

が、違約金の額を超える場合は、その超過額を請求しなければならない。 

その際の「本市に生じた実際の損害額」は、当該指定取消によって「通常生ずべ

き損害」及び「特別の事情によって生じた損害のうち、当事者が予見すべきであっ

たもの」の金額を算定する。 

なお、実際の損害額が、違約金を超える可能性がある場合には、事前にリーガル

チェックを受け、損害賠償金の請求の可否判断を行わなければならない。 

 

※違約金請求時において、損害の超過額の請求が無い場合は、必ず、違約金請求の

決裁において、「現時点において、超過する損害額が生じていない。」旨の意思決
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定を行うこと。 

 

② 業務停止 

施設所管所属は、指定管理業務を行わせることが不可能な状況となった場合、

指定取消の他、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることがで

きる。業務代行料の支払いがある施設の場合、停止した部分に相応する業務代行

料相当額を減額するものとする。 

この場合に違約金の徴収は不要であるが、本市に損害が生じたときは、指定管

理者にその損害について賠償請求しなければならない。 

 

(2) 法人格の変更、統廃合等 

指定管理者となっている事業者等の統廃合等による法人格の変更が認められる場

合は、再度、指定の手続きが必要となる場合がある。法人等の変更の判断は、事業

者等の目的、性格、財産、人員等を考慮の上、行うものとする。 

なお、このような法人格の変更等が予定されている場合、施設所管所属は、指定

管理者から速やかに情報提供を受け、事前に契約管財局に対応について相談するこ

と。 

 

２ 各種税の取扱い 

(1) 消費税・地方消費税 

消費税は、指定管理者が行った資産等の譲渡に対して課税されるものであり、消

費税法第２条第１項第８号において、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡

及び貸付け並びに役務の提供をいう」と規定されていることから、業務代行料につ

いては原則として全額が課税対象となる。 

 

(2) 印紙税 

本市と指定管理者との間で取り交わされる協定書は、以下の理由から、原則とし

て収入印紙の添付の必要がない文書と解釈して差し支えないものと考えられる。 

ア 協定は契約ではなく、指定という行政処分の附款であると考えられること 

イ 本市の指定管理に関する協定は、成果物を求める請負ではなく、委任と捉え

られること 

ただし、協定の内容から請負と判断される場合は印紙税の課税対象となる為、協

定の内容について疑義のある場合は管轄の税務署へ問い合わせを行うこと。 

 

(3) 事業所税 

    事業所税は、事業所等において事業を行う法人又は個人に課税される税であ

り、指定管理者制度は、利用料金制を適用する施設の管理運営を行っている場

合、事業の主体性を認定したうえで課税・非課税の判断がなされることとなる。 
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個別の判断は、船場法人市税事務所事業所税グループへ協定書、管理業務仕様

書、建築図面及び収支計画書等経費内訳の分かる書類で確認を行うこと。 

 

(4) 法人市民税 

本市の公の施設の管理運営を行う指定管理者は、「大阪市域内に事務所、事業所

等を有する会社など」として、法人市民税の課税対象になり得る。 

法人市民税には、均等割と法人税割があるが、具体の取扱いは、船場法人市税事

務所法人市民税グループへ問い合わせを行うこと。 

 

(5) 固定資産税（償却資産） 

指定管理者が施設の管理運営を実施するに当たり取得した事業用の償却資産は、

原則として固定資産税（償却資産）の課税対象となるため、指定管理者は、毎年の

資産状況について１月 31日までに船場法人市税事務所へ申告を行う必要がある。 

具体的な申告対象資産及び申告方法は、船場法人市税事務所固定資産税（償却資

産）グループへ問い合わせを行うこと。 
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【参考】改訂経過 

（平成21年３月改訂版の策定について） 

指定管理者制度への対応方針については、平成16年11月に「公の施設の指定管理者の

指定の手続等に関する指針」を、平成17年９月に「同指針の細目」を、平成18年12月に

は、これらを引き継ぐ形で「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」を策

定した。 

また、関連通知により公の施設の施設所管所属に対して制度の運用について周知して

きたところである。 

さらに、指定管理者制度の導入から約５年が経過し、本市においても一定の運用実績

が出てきている。 

このようなことから、制度の導入に関する基本的な考え方を変更することなく、文章

表現や用語の整理に止める一方で、制度導入後の運用に関するこれまでの通知及び実績

を反映させ、より一層内容を充実するという観点から、このたび「指定管理者制度の導

入及び運用に係るガイドライン」の改訂版を作成することとした。 

 

（平成21年10月改訂版について） 

指定期間設定の趣旨を踏まえ、「指定期間の決定」及び「公募の原則」の内容を変更

するほか、所要の改訂を行うこととした。 

 

（平成22年１月改訂版について） 

平成21年11月・12月市会での議論を踏まえ、指定管理予定者の選定委員会の運営、指

定管理予定者の選定結果の公表、指定管理者による管理運営状況の評価について内容を

追加するとともに、所要の改訂を行うこととした。 

 

（平成23年４月改訂版について） 

指定管理者による管理運営状況の評価の客観性向上等のため、所要の改訂を行うこと

とした。 

 

（平成23年７月改訂版について） 

懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針の制定並びに審議会等の設置及び運営

に関する指針及び同解釈・運用の手引の一部改正に伴い、所要の改訂を行うこととし

た。 

 

（平成23年10月改訂版について） 

大阪市暴力団排除条例の施行及び契約管財局長発各所属長あて通知により 

『甲』・『乙』の略称表記が廃止されたことに伴い、所要の改訂を行うこととした。 
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（平成24年３月改訂版について） 

指定管理予定者の選定について公平性・公正性をより一層確保し、また競争性の確

保・民間への市場開放を目的として、「選定委員会委員の選任方法」、「審査過程におけ

る申請事業者等の匿名化」及び「審査における具体的選定項目及び配点」の内容を変更

するほか、所要の改訂を行うこととした。 

 

（平成25年３月改訂版について） 

ガイドラインの一層の充実を図るため、主に以下の点について所要の改訂を行うこと

とした。 

・制度に関わる基本的な知識及び制度導入に当たって留意すべき点の整理 

・指定管理者の経営安定化、一層の効率化を図るため、指定期間の見直し 

・一層の民間事業者等の参入を促し、競争性を向上させるため、募集に当たって留意

すべき点の追加 

・施設利用促進のための自主事業の実施など、より柔軟な制度運用が可能となる様、

規定を追加 

・統一的観点からの提案評価等を行うため、選定評価項目と評価の観点等について、

標準例を整理 

・施設の適正な管理運営のためのマネジメントサイクルの管理をより徹底するため、

選定評価項目と点検項目、年度評価項目等の整合による標準例の見直し 

 

（平成28年10月改訂版について） 

施設の所管担当からよく質問のあるポイントや監査での指摘・意見等を踏まえ、考え

方を整理するとともに主に以下の点について詳細な説明文の追加や修正を行うこととし

た。 

１ 制度に関わる基本的事項の整理・説明の充実 

① PFIと指定管理者制度について 

② 第三者への委託について  

③ リスク管理について 

④ 募集時の現地見学会等について 

⑤ 施設の単年度目標と指定期間を通じた成果指標との関連について 

⑥ 目的事業及び自主事業について 

⑦ 配点表の標準例の一部変更 

⑧ 利益配分手法の検討について 

⑨ 施設管理のマネジメントサイクル（PDCA）における土地活用等評価委員会の関

与について 

⑩ 調整会議及び実地調査の実施イメージ図の追加 

⑪ 指定管理者の事業放棄、撤退、倒産等への対応について 

⑫ 本市の要求水準と提案内容の評価を踏まえた点検・報告結果と年度評価の関連
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について（イメージ） 

⑬ 暴排要領の改正に伴う指定管理者等からの暴力団排除フロー図の修正 

２ 様式集等の策定、募集要項標準例及び協定書標準例の変更 

① 様式集、通知集のガイドライン本文からの分冊化 

② 募集要項標準例及び協定書標準例の変更 

③ 協定書標準例の標準約款化 

 

（平成29年３月改訂版について） 

１ 制度に関わる基本的事項の整理・説明の充実 

① 指定管理者の自主事業の承認にかかる注意事項について 

② 指定管理予定者募集にかかる周知方法について 

③ 大規模案件等の指定管理予定者募集の際の事前周知について 

④ 指定管理者の点検・評価にかかるホームページでの公表について 

２ 各所属担当者の利便性向上のための記載及び様式等の追加 

① 所属担当者が行う業務についての年間スケジュール例を追加 

② 様式例集に定める様式の追加 

③ 関係法令・通知集に定める様式の追加 

④ その他所要の文言整理 

 

（平成29年12月改訂版について） 

 １ 制度に関わる基本的事項の変更（選定基準について） 

① 市費の縮減を考慮しない選定基準の配点表標準例２の追加について 

② 配点表における選定項目の追加について 

２ 各所属担当者の利便性向上のための記載及び様式等の追加 

① 関係法令・通知集に定める様式の追加 

② 様式例集に定める様式の追加 

③ その他所要の文言整理 

３ その他 

  平成24年３月29日付ガイドライン改訂通知における別紙２「指定管理者制度改正

の考え方」の廃止 

 

（平成31年３月改訂版について） 

１ 制度に関わる基本的事項の整理・説明の充実 

① 中小企業診断士の推薦依頼について 

② 行政手続きのオンライン化に係る評価について 

③ 賃金・労働条件の向上に関する取組みの点検について 

④ 指定管理予定者における大阪府警察本部への照会について 

 



- 56 - 

 

２ 各所属担当者の利便性向上のための記載及び様式等の追加 

① 様式例集に定める様式の追加 

② 関係法令・通知集に定める様式の追加 

③ その他所要の文言整理 

 

（令和元年10月改訂版について） 

１ 制度に関わる基本的事項の整理・説明の充実 

 ① 「指定管理者制度の運用に係るモニタリング・評価マニュアル」の策定 

② 利益配分の考え方について 

③ 施設・備品等の取扱いについて 

④ 職員配置基準について 

２ 各所属担当者の利便性向上のための記載及び様式等の追加 

① 様式例集に定める様式の追加 

② 関係法令・通知集に定める様式の追加 

③ その他所要の文言整理 

 

（令和２年４月改訂版について） 

１ 制度に関わる基本的事項の整理・説明の充実 

 ① 次期指定管理者の募集に向けた検証について 

２ 各所属担当者の利便性向上のための記載及び様式等の追加 

① 募集要項標準例の改訂 

② 様式例集に定める様式の追加 

③ 関係法令の改正に伴う更新 

 

（令和３年４月改訂版について） 

 １ 制度に関わる基本的事項の整理・説明の充実 

  ① 選定基準 

  ② 契約管財局との協議事項 

  ③ リスク分担表の改訂 

２ 各所属担当者の利便性向上のための記載及び様式等の整理 

 ① 様式例集及び関係法令通知集に定める様式の整理（押印の見直し） 

 ② その他所要の文言整理 

 

（令和４年４月改訂版について） 

 ・事業者等の積極的な取組を促すことにより市民サービスを向上させることを目的と

した「インセンティブ・ペナルティ制度」の導入にかかる制度説明等の追加 

 ・「指定管理者災害対応の手引き」策定に伴い、災害時の対応について説明の追加 

・その他所要の改正 
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（令和５年４月改訂版について） 

市会や大阪市入札等監視委員会での意見を踏まえた制度の追加および関係法令等の改

正にともなう所要の改訂を行うこととした。 

【追加】 

・ 次期指定管理者の募集に向けた事前調査の実施について 

【規定整理】 

・ 個人情報の保護に関する法律の改正にともなうもの 

・ 大阪市指定管理者制度暴力団排除要領の改正にともなうもの 

・ 第三者委託の取扱いについて 

 

（令和６年５月改訂版について） 

１ ＰＦＩにおける注意事項追加 

２ 業務代行料の算定・積算にかかる文言整理 

 ３ 基本協定書における業務代行料の規定 

① 年度協定書の廃止 

  ② 債務負担行為の設定の必須化 

  ③ 業務代行料上限額について公募前の財政局協議の追加 

４ 障がい者雇用率の変更 

 

（令和７年３月改訂版について） 

１ ５年を超える指定期間とした場合について 

① 事業計画について、５年毎の見直しとしていたものを施設の特性等により適切

に設定できるものとした。 

② 事業計画の見直しだけではなく、業務代行料の見直しについても明記した。 

 ２ 指定管理者公募時の業務代行料の算定・積算及び配点について 

  ① 指定管理者の公募時に、業務代行料については、指定期間中の賃金水準の変動

や物価変動についても見込んでいる旨、募集要項に明記することとした。 

  ② 「管理経費の縮減・収支計画」の配点は原則50点であり、50点以外の配点とす

る施設の例示をしているが、50点未満とすることができる施設の例について、応

募状況やニーズ調査の結果を反映することについて追記した。 

③ 債務負担行為の設定が困難である場合、契約管財局に報告することとした。 

 ３ 指定管理者制度導入施設における本市の責任 

  ① 指定管理業務にかかる検査について明記した。 

 ４ 指定取消と業務停止の取扱いについて整理 

  ① 指定取消に伴う違約金について明記 

  ② 指定取消に伴う損害賠償請求は、実損額が違約金額を超過した部分の徴収とした。 

  ③ 業務停止の場合は、違約金の徴収はなく、実損にかかる損害賠償請求を行うも

のとした。 
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（令和７年12月改訂版について） 

１ 競争性を高めるとともに、市民サービスを向上させる提案を誘因するための選定

基準の改正 

  ①主に評価の基準、評価のあり方の改正 

  ②性能発注導入に伴う整理・説明の充実 

 ２ その他、制度に関わる基本的事項の整理・説明の充実 


